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本報告書は平成 27年に実施した定期監査の結果に関する報告である。定期監

査の結果については、既に出先機関の一部について結果に関する報告を決定して

提出及び公表しているところであるが、今般、残余の出先機関及び本庁機関につ

いても地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項

の規定に基づいて実施した監査の結果に関する報告を同条第９項及び第11項の規

定に基づき、合議により次のとおり決定した。ただし、同法第 199条の２の規定

に基づき、本庁機関のうち、議会局については監査委員小川久仁子及び監査委員

茅野誠を、監査事務局については監査委員真島審一を、それぞれ監査の実施及び

結果の合議から除いている。 

本報告書は、既報告のものと合わせて１年分を取りまとめたものであり、同法

第199条第９項の規定に基づき、議会及び知事並びに関係する委員会に提出し、

公表する。 

なお、本報告書には、同条第 10項の規定に基づき、県の組織及び運営の合理

化に資するための意見を別記として添えている。 

 

平成27年10月６日  

神奈川県監査委員 真 島 審 一 

同        髙 岡   香 

同        太 田 眞 晴 

同        小 川 久仁子 

同        茅 野   誠 
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第１ 監査の対象 

平成27年定期監査の対象は全ての県機関576箇所（平成26年度末の廃止により監査箇所で

なくなった１箇所を含む。）で、その内訳は本庁機関214箇所、出先機関362箇所である。 

なお、出先機関362箇所のうち、平成27年４月28日までに結果を取りまとめた108箇所に

ついては、監査の結果に関する報告を、同年７月13日に議会及び知事等に提出し、同月24日

付けで公表（公報登載）しており、本報告書では「既報告」と表記している。 

 

第２ 監査の実施 

１ 監査実施方針 

公正で効率的な県の行財政運営の推進を促すため、監査の実施に当たっては、財務執行の合

規性や正確性の観点に加え、ストック（資産）や人件費なども含めてコストを意識した事業執

行がなされるよう、費用に対する事業の成果や効果などについても３Ｅ監査（経済性・効率

性・有効性）の視点から所属横断的に検証し、積極的な意見・提案を行い、地方自治法第 199 

条第10項に基づく「組織及び運営の合理化に資するための意見」として提出する。 

 

２ 監査実施期間 

平成27年１月から同年９月まで 

出先機関：平成27年１月から同年８月まで 

（職員調査は、平成26年12月から27年５月まで） 

本庁機関：平成27年７月から同年９月まで 

（職員調査は、平成27年５月から同年８月まで） 

 

３ 監査の範囲 

平成26年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに必要に応じ

てその他の事務の執行について監査を実施した。 

なお、必要に応じて、前回監査実施後の平成25年度の財務に関する事務の執行及び経営に

係る事業の管理並びにその他の事務の執行についても監査の範囲とした。 

 

４ 監査の実施箇所数 

監査を実施した576箇所の監査実施区分別の内訳は、甲監査297箇所、乙監査279箇所（う

ち書面調査164箇所）である。 

監 査 区 分 監査（甲） 
監査（乙） 

計 
 うち書面 

 

本 庁 機 関 

箇所 

204 

箇所 

10 

箇所 

0 

箇所 

214 

出 先 機 関 93 269 (164) 362 

 重 点 所 属 24 0 0 24 

大 規 模 所 属 17 7 0 24 

中 規 模 所 属 26 40 0 66 

小 規 模 所 属 6 7 0 13 

業務定型的所属 20 215 (164) 235 

計 297 279 (164) 576 

（注）１ 甲監査は監査委員による実地調査、乙監査は書記（事務局職員）による実地調査又は書面
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調査（学校、警察署などの業務定型的所属の一部）を実施。 

２ 出先機関については、予算や人員の規模などにより区分し、原則として地域県政総合セン

ターなどの重点所属は毎年、衛生研究所などの大規模所属は隔年、職業技術校などの中規模

所属は３年ごと、食肉衛生検査所などの小規模所属は４年ごとに甲監査を実施。 

 

第３ 監査の結果 

１ 監査結果の概要 

監査の結果、指摘したものは、不適切事項179件（うち既報告39件）及び要改善事項12件

（うち既報告１件）、計191件（うち既報告40件）である。 

 

このうち、「不適切事項」とは、次のいずれかに該当すると認められる事案で、是正、改善

等の措置状況の報告を求める必要があるものをいう。 

① 法令に違反すると認められる事案 

② 予算目的に反していると認められる事案 

③ 不経済な行為又は損害が生じていると認められる事案 

④ 事務処理等が適切を欠くと認められる事案 

⑤ 前回までの監査で不適切事項又は注意事項となっている事案であって、是正、改善等

のための努力又は検討がなされていないと認められるもの 

また、「要改善事項」とは、次のいずれかに該当する事案で、是正、改善等の措置状況の報

告を求める必要があるものをいう。 

① 経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認められる事案 

② 事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると認められる事案 

 

(1) 本庁機関及び出先機関別内訳 

指摘した191件の本庁機関及び出先機関別の内訳は次のとおりである。 

 

区分 
27年監査 26年監査 比較増減 

本庁 出先 計 本庁 出先 計 本庁 出先 計 

不適切事項 
件 

57 

件 

122 

件 

179 

件 

36 

件 

98 

件 

134 

件 

21 

件 

24 

件 

45 

要改善事項 6 6 12 10 6 16 △4 0 △4 

計 63 128 191 46 104 150 17 24 41 
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(2) 局等別内訳 

指摘した191件の局等別の内訳は次のとおりである。 

 

局 等 対象箇所数 

指摘事項が 

認められた箇所 

内  訳 

不適切事項 要改善事項 

箇所数 件数 箇所数 件数 箇所数 件数 

政 策 局 

箇所 

21 (7) 
箇所 

7 

件 

13 

箇所 

6 

件 

12 

箇所 

1 

件 

1 

ﾍﾙｽｹｱ･ﾆｭｰﾌﾛ

ﾝﾃｨｱ推進局 
1 (0) 1 1 1 1 0 0 

総 務 局 27(14) 6 6 4 4 2 2 

安全防災局 9 (3) 2 2 2 2 0 0 

県 民 局 24(13) 10 17 10 16 1 1 

環境農政局 31(18) 11 17 11 17 0 0 

保健福祉局 43(23) 18 30 18 28 2 2 

産業労働局 26(12) 6 7 4 5 2 2 

県土整備局 38(15) 10 20 10 19 1 1 

会 計 局 3 (0) 0 0 0 0 0 0 

企 業 庁 28(17) 7 9 6 8 1 1 

議 会 局 4 (0) 1 2 1 2 0 0 

教育委員会 202(186) 53 65 51 63 2 2 

各 委 員 会 9 (0) 2 2 2 2 0 0 

公安委員会 110(54) 0 0 0 0 0 0 

計 576(362) 134 191 126 179 12 12 

（注）１ （ ）は出先機関で内数。 

２ 政策局には地域県政総合センターを、保健福祉局には神奈川県立保健福祉大学を含めている。 

３ 不適切事項及び要改善事項のいずれもが認められたものが４箇所ある（県民局１箇所、保健

福祉局２箇所、県土整備局１箇所）。 

 

２ 所属横断的視点による監査 

 

平成27年においては、所得税等の源泉徴収漏れについて、所属横断的な監査をした。

その結果は次のとおりである。 

 

測量業務等の委託に当たって、相手方を法人と誤認したため所得税等の源泉徴収漏れが

発生した事例が他県であったことから、本県に対して、平成26年度において横浜中税務署

から適切に源泉徴収されているか自主的に点検するよう依頼があり、会計局が全庁調査

（調査対象期間：平成22年１月から平成26年７月まで支払分）を行った結果、県の44機

関において、215人の対象者から80,078,827円の源泉徴収漏れがあったことが判明した。 

該当所属は会計局の指示に基づいて徴収漏れがあった税額について速やかに納付を行う

などの対応を行うとともに、会計局では、職員への注意喚起や源泉徴収事務に係る研修等

を実施し、再発防止に取り組んでいるところである。 
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これを踏まえ、平成26年８月以降の執行について、測量士、不動産鑑定士、弁護士等の

いわゆる「士業」への支払を中心に、所得税等の源泉徴収が必要な個人事業主等に対する

支払延べ3,151人分を監査したところ、延べ3,002人分については適正に処理されていた

が、９所属、延べ149人分について不適切事項が９件認められた。 

 

３ 不適切事項 

不適切事項は179件で、不適切事項の内容は、後記「５ 箇所別の監査結果」のとおりであ

るが、平成26年監査に比べ33.6％増と引き続き増加している。これを指摘した事務の別に整

理すると次表のとおりであり、支出及び庶務の増が顕著となっている。 

 

（監査対象箇所数  平成27年：576箇所、平成26年：586箇所） 

項   目 

27年監査 26年監査 
件 数 

比較増減 
対前年比率 

件 数 構成率 件 数 構成率 

 

予 算 執 行 

件 

12 

% 

6.7 
 

件 

7 

% 

5.2 

件 

5 

% 

171.4 

収 入 17 9.5 27 20.2 △ 10 63.0 

支 出 27 15.1 14 10.5 13 192.9 

会計事務処理 1 0.6 0 0.0 1 皆増 

契 約 46 25.7 39 29.1 7 118.0 

課 税 徴 収 1 0.6 1 0.7 0 0.0 

工 事 2 1.1 0 0.0 2 皆増 

補 助 金 3 1.7 0 0.0 3 皆増 

現金・有価証券 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

財 産 24 13.4 20 14.9 4 120.0 

庶 務 42 23.4 23 17.2 19 182.6 

そ の 他 4 2.2 3 2.2 1 133.3 

計 179 100.0 134 100.0 45 133.6 

（注）分類項目は、平成 26年定期監査結果報告から、項目を追加（「会計事務処理」、「工

事」、｢現金・有価証券｣）し、「税務」を「課税徴収」に変更した。 

 

不適切事項の原因としては、事務手続の遅れや未処理によるものが94件と多く、特に出先

機関において事務手続の遅れの事案が22件、未処理の事案が44件発生している。事務処理の

遅れや未処理の内容は、契約の締結が遅れたもの、支払が遅延していたため遅延利息を支払っ

ていたもの、教員特殊業務手当を支給していなかったもの、公務出張の入力を怠ったため旅費

が支給されていなかったものなどであり、昨年も定期監査結果報告書において指摘したところ

ではあるが、今年は更に増加している。 

また、この他にも、会計年度や予算科目を誤っていたもの、設計額の積算を誤っていたも

の、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が不足又は過大であったものなど事務処理の誤

りが引き続き発生している。 

いずれの事案も処理の必要性は認識しつつも失念していたもの、関係法令及び財務関係諸規

定の理解不足、併せて各所属における確認不足や進行管理の不備など、内部統制が十分発揮さ

れていないことなどに起因するものと考えられる。関係各機関においては、内部統制が十分に
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発揮されるよう努めるとともに、研修・マニュアルの充実などにより、関係法令及び財務関係

諸規定に係る理解の向上を図るなど、適正な財務関係事務の確保のために、引き続き努力する

必要がある。 

 

(1) 特記すべき不適切事項の有無 

不適切事項179件のうち、特記すべきものが次のとおり25件ある（うち１件が重複）。 

このうち４件は、同一事案を２箇所に対して指摘したもので、また２件は複数項目に該

当している。 

 

ア 金額的に特記すべき事案 

指摘した179件のうち、指摘の規模からみて特記すべきものは次のとおりである。 

 

(ｱ) 過大支出又は収入不足の指摘でその規模が５万円以上のもの 

ａ 支出 

○ 流域下水道事業会計の平成24年度及び平成25年度の消費税及び地方消費税の確定

申告について、消費税法改正による変更を反映しなかったことなどにより申告内容

に誤謬を生じたため、平成26年度に修正申告を行い延滞税合計247,500円を支払っ

ていた。 

（県土整備局 河川下水道部下水道課 p34 ） 

 

○ 国の委嘱事業である「環境のための地球規模の学習及び観測プログラム（グロ

ーブ）推進事業」（平成 25～26年度）に係る国費の会計処理について、事業実施

校（市立小学校）が行うものと誤認し、教育局が行うべき平成 25年度の国費の会

計処理を行わなかったため、本事業の実施に要した経費を国費で支払うことがで

きなくなり、県費の平成 26年度予算により同校校長に対し見舞金として 234,752

円を支払っていた。 

（教育委員会 支援部子ども教育支援課 p38 ） 

 

○ 平成 25年度に県立伊勢原射撃場で使用する備品として発注し納品された、標的

採点機２点、ボタンポジションプレッシャーゲージ２点（購入額計1,520,400円）

及びシューティングブーツベンディングゲージ２点（購入額896,700円）の支払に

当たり、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定められている支払期限を 316

日過ぎた平成26年６月に支払っていたことにより、遅延利息合計60,900円を支払

っていた。 

（教育委員会 生涯学習部スポーツ課 p38 ） 

 

ｂ 補助金 

○ 平成 25年度に交付した院内保育事業運営費補助金につき、返還を求めるべき消

費税及び地方消費税の仕入控除税額が生じていたにもかかわらず、これを看過した

ものが７件あり、返還を求めるべき額が50,573円不足していた。 

（保健福祉局 保健医療部保健人材課 p29 ） 

 

※ 平成 26年監査結果報告では、取り上げる指摘の規模の金額について「１万円以上」
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としていたが、平成27年監査結果報告では「５万円以上」に変更した。 

なお、平成 27年監査結果で、指摘の規模の金額が１万円以上５万円未満のものは８

件あった。 

 

(ｲ) 支払不足又は過大徴収の指摘でその規模が10万円以上のもの 

該当なし。 

 

(ｳ) 上記(ｱ)又は(ｲ)には該当しないが、収入又は支出に関する指摘でその規模が100万

円以上のもの（契約手続に関するものを除く） 

ａ 予算執行 

○ 平塚市が発注した鹿見堂雨水幹線改築工事について、県と市の費用負担に関する

平成26年度協定書に基づき、12,920,674円を支出していたが、歳出科目を「負担

金、補助及び交付金」とすべきところ、誤って「委託料」で執行していた。 

（県土整備局 事業管理部県土整備経理課 p33、河川下水道部下水道課 p34 ） 

 

ｂ 収入 

○ 指定管理者負担金(収入額190,037,950円)の収入に当たり、病院事業の財務に関

する特例を定める規則で定める納付期限を定めていなかった。また、共通経費負担

金(収入額7,014,868円)については、納付期限までに納付していない者に対し、督

促状を発行していなかった。 

（保健福祉局 保健医療部県立病院課（病院事業会計） p28 ） 

 

○ 県内で就業する看護師等の人材を育成するため、養成施設(看護専門学校や大学

の看護学部等)に在学し、卒業後に県内で看護職として従事する意思がある学生を

対象として、看護師等修学資金の貸付を行っている。 

当該貸付金の返還については、条例により、月賦、４分の１年賦又は半年賦のい

ずれかの方法で行っているが、納付期限内に納付しなかった相手方への督促に当た

り、一括して処理していたため、納付期限後 20日以内に督促状を発行していなか

ったものが６執行分（延べ51人分）、1,314,000円あった。 

（保健福祉局 保健医療部保健人材課  p29 ） 

 

 (ｴ) 財産管理に関する指摘でその規模が100万円以上のもの 

○ 神奈川県財務規則の規定により、価額が100万円以上の物品（重要物品）について

は、不用決定をする場合には、本庁機関の課長の承認が必要であるとされているが、

特種用途自動車１点（台帳価額8,490,000円（平成元年取得価格））について不用決

定する際に、本庁機関の課長の承認を受けず、所長の決裁で決定していた。[既報告] 

（安全防災局 神奈川県総合防災センター p22 ） 

 

○ 寄附物品（寝台等197点、総評価額3,076,500円）の受入れに当たり、全ての物品

について受入手続すべきところ、備品に該当する５万円以上の寝台１点しか受入手続

をしていなかった。 

また、部長の決裁が必要となるにもかかわらず、これをしていなかった。 

（県民局 くらし県民部人権男女共同参画課 p23 ） 
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(ｵ) 契約手続に関する指摘でその規模が1,000万円以上のもの 

○ 県が指定した５つの調査機関との間で一者随意契約を締結している介護サービス情

報調査事務委託（単価契約、支出額：５者合計 73,374,284円）の契約締結に当た

り、個々の調査機関ごとに予定価格と見積額を比較すべきところ、委託事業全体とし

て設定した予定価格と、個々の調査機関の見積額に予定数量を乗じた概算総価の合計

額を比較しており、個々の調査機関の見積額の妥当性の検討方法に適正を欠いてい

た。 

（保健福祉局 総務室 p27 ） 

 

○ 介護ロボット普及・実証調査研究事業委託契約（契約金額 26,363,144円）に係る

仕様書に、委託業務として介護施設及び事業所に介護ロボット 20台以上を貸し出し

て実証モニタリング調査を実施することが定められていたところ、履行された実証モ

ニタリング調査の対象台数が 20台に満たなかったにもかかわらず、完了検査で契約

内容の適正な履行を確認したものとして処理していた。 

（保健福祉局 総務室 p27、福祉部高齢社会課 p29 ） 

 

○ 空調設備保守管理業務委託（契約金額47,952,000円）の実施に当たり、同契約に

基づく業務従事者に係る提出書類を受託者から受領しておらず、履行確認が不十分で

あるなど事務処理が不適切であった。［既報告］ 

（教育委員会 神奈川県立相模原中央支援学校 p45 ） 

 

(ｶ) 上記のいずれにも該当しないが故意又は重大な過失に対する指摘でその規模が千円

以上のもの 

該当なし。 

 

イ 内容的に特記すべき事案 

指摘した179件のうち内容的に特記すべきものは次のとおりである。 

 

(ｱ) 法律・規則（政省令及び条例を含む。）違反のもの 

ａ 同一箇所で異なる法律・規則違反があったもの（３件以上） 

該当なし。 

 

ｂ 同一箇所で同一の法律・規則違反が３回以上行われたもの 

(a） 収入 

○ 県内で就業する看護師等の人材を育成するため、養成施設（看護専門学校や大

学の看護学部等)に在学し、卒業後に県内で看護職として従事する意思がある学

生を対象として、看護師等修学資金の貸付を行っている。 

当該貸付金の返還については、条例により、月賦、４分の１年賦又は半年賦の

いずれかの方法で行っているが、納付期限内に納付しなかった相手方への督促に

当たり、一括して処理していたため、納付期限後20日以内に督促状を発行してい

なかったものが６執行分（延べ51人分）、1,314,000円あった。【再掲】 

（保健福祉局 保健医療部保健人材課 p29 ） 
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○ 太陽光発電に係る電力売買契約に基づく電力料金の収入（５月分 13,671,265

円、６月分9,681,221円、10月分6,735,539円）に当たり、遅延利息３回分、

23,558円を請求していなかった。 

（企業庁 神奈川県企業庁相模川発電管理事務所 p37 ） 

(b） 支出 

○ 厨房用消耗品の購入に当たり、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定め

られた支払期限（特に約定のない場合、相手方が支払請求をした日から15日以内）

を過ぎて支払を行っていたものが、３執行分、84,265円あった。 

（県民局 神奈川県立おおいそ学園 p25 ） 

 

○ 大学の運営や研究に係る委員会の委員及び研究や公開講座への協力者に対する

委員謝礼金等（533,720円）の支払に当たり、所得税及び復興特別所得税につい

て、所轄税務署の見解を確認することなく、誤って源泉徴収税額表の事業所得の

税率を適用して税額を算出し、所得税及び復興特別所得税、延べ33人分、39,592

円を過大に源泉徴収していた。 

（保健福祉局 神奈川県立保健福祉大学 p31 ） 

 

○ 委員謝礼金等（569,000円）の支払に当たり、所得税及び復興特別所得税につ

いて、給与所得の源泉徴収税額表を適用すべきところ、所轄税務署の見解を確認

することなく、誤って源泉徴収税額表の事業所得の税率を適用して税額を算出し、

延べ41人分、47,050円を過大に源泉徴収していた。 

（保健福祉局 神奈川県立保健福祉大学実践教育センター p32 ） 

 

○ 委員謝礼金等（160,600円）の支払に当たり、所得税及び復興特別所得税につ

いて、給与所得の源泉徴収税額表を適用すべきところ、所轄税務署の見解を確認

することなく、誤って源泉徴収税額表の事業所得の税率を適用して税額を算出し、

延べ22人分、11,470円を過大に源泉徴収していた。 

（教育委員会 神奈川県立体育センター p39 ） 

 

(c） 契約 

○ ファクシミリ賃貸借契約ほか２事案（３件）（契約総額17,460円）の契約の締

結に当たり、契約期間の始期が４月１日である契約を会計局長通知に反し５月23

日及び同月30日に締結していた。 

（保健福祉局 神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター p30 ） 

 

(d） 財産 

○ 足柄上合同庁舎に設置されている活性汚泥法の浄化槽については、浄化槽法及

び環境省関係浄化槽法施行規則に基づき、浄化槽管理者は、週１回以上の保守点

検を実施することを義務付けられているが、事務処理の遅れから保守点検業務委

託の契約締結が10月下旬となったため、平成26年４月から同年10月までの間保守

点検を実施していなかった。[既報告] 

（県土整備局 神奈川県県西土木事務所 p35 ） 
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(e） 庶務 

○ 「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」において、職員の勤務時間は、

休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり38時間45分と定めら

れている。また、職員に対し週休日に勤務を命じる場合には、当該週休日に勤務

割振りを行い、「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」に定める期間（当

該勤務した日の４週間前の日から８週間後の日まで）にある勤務日を週休日に変

更する振替などを行うこととされている。 

教諭１名が生徒引率等用務で週休日に勤務することとなったが、所要の振替を

行わなかったため、同条例に定める１週間当たりの決められた勤務時間を超過し

ているものが３件あった。[既報告] 

（教育委員会 神奈川県立横浜清陵総合高等学校 p40 ） 

 

ｃ 法律・規則違反の状態が１年以上継続しているもの 

該当なし。 

 

(ｲ) 予算目的に著しく反しているもの 

該当なし。 

 

(ｳ） 事務処理等が著しく不適切なもの 

ａ 法定期限はないが事務処理の遅延が１年以上にわたるもの 

ｂ 県民の身体、生命及び財産等に直ちに影響のあるもの 

ｃ 県民が利用する施設等の管理を怠り危険な状態となっているもの 

いずれも該当なし。 

 

ｄ 業者等への支払の期限を６月以上遅延しているもの 

○ 支出事務において、不動産鑑定料（１件、312,120円）の支払に当たり、請求書

の受理後に再三支払の督促を受けていたにもかかわらず、支払期日から288日を経

過して支払っていた。 

（県土整備局 事業管理部用地課 p33 ） 

 

○ 平成 25年度に県立伊勢原射撃場で使用する備品として発注し納品された、標的

採点機２点、ボタンポジションプレッシャーゲージ２点（購入額計1,520,400円）

及びシューティングブーツベンディングゲージ２点（購入額896,700円）の支払に

当たり、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定められている支払期限を 316

日過ぎて平成26年６月に支払っていたことにより、遅延利息を合計60,900円支払

っていた。【再掲】 

（教育委員会 生涯学習部スポーツ課 p38 ） 

 

(ｴ） 前回監査の不適切事項について是正、改善等がされていないもの 

ａ 「措置状況通知」に記載された措置を講じていなかったもの 

ｂ 措置の実効が挙がっていないもの 

ｃ 督促しても「措置状況通知」の提出が６月以上なかったもの 

いずれも該当なし。 
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(2) 複数の機関で認められた事案 

上記とは別に執行の参考とするため、複数の機関で認められた不適切事項を原因とと

もに示すと次のとおりである。（上記(1)で示した事案も含む。） 

 

ア 予算執行 

○ 予算の執行に当たり、予算科目を誤っていたものがあった。（９箇所） 

この不適切な取扱いは、予算執行に係る適切な科目について理解が不十分であった

ことによるものであり、関係規定等の理解の向上を図り、適正な事務執行について、

周知徹底を図る必要がある。 

 

イ 支出 

○ 公共料金等の支払に当たり、支払期限を超えて支払っていたものが 11箇所あり、

このうち遅延利息が発生していたものが４箇所あった。 

この不適切な取扱いは、進行管理や複数職員による確認が不十分であったものであ

り、適切な事務執行が行われるようチェック体制を強化する必要がある。 

 

○ 謝礼金等の支払に当たり、所轄税務署の見解を確認することなく源泉徴収税額表の

適用を誤ったことなどにより、所得税及び復興特別所得税を過大に徴収していたもの

が４箇所、また徴収不足となっていたものが５箇所あった。 

この不適切な取扱いは、当該謝礼金等の所得が給与又は事業のいずれの区分に該当

するかの判断に当たり、専門的な解釈が必要となる事案について所轄税務署の見解の

確認を怠ったことによるものであり、適切な事務執行が行われるようチェック体制を

強化する必要がある。 

 

ウ 契約 

○ 契約書に定められた履行確認に必要な報告書等の提出を受けていないなど、業務が

適正に完了したか確認しないまま契約代金を支払っているものがあった。（10箇所） 

この不適切な取扱いは、契約事務において適正な執行管理を行う必要性の認識を欠

くものであり、適正な事務執行について周知徹底を図る必要がある。 

 

○ 産業廃棄物の収集運搬・処分委託契約の締結に当たり、契約書に廃棄物の処理及び

清掃に関する法律施行令他に定める必要事項を記載していなかったなど、契約書に必

要な事項を定めていなかったものがあった。（７箇所） 

この不適切な取扱いは、契約事務において根拠となる法規等の基本的な理解を欠く

ことによるものであり、関係規定の理解の向上を図り、適切な事務執行について周知

徹底を図る必要がある。 

 

○ 契約書の作成を要する契約で契約期間の開始日が４月１日であるものについては、

４月１日には契約当事者双方が記名押印した契約書が作成されている必要がある。一

方、新年度開始早々の時期は新規の契約締結件数が多いことなどから、実際に同日中

に契約当事者双方が契約書に記名押印を終えることができないことがある。こうした

事情を考慮し、平成24年1月31日付け会計局長通知により、契約書の作成を要する

契約で契約期間の開始日が４月１日であるものについては、記名押印の日が契約期間
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の開始日より後の日である場合にあっても、契約効力を契約期間の開始日から生じる

ものとする旨の条項を入札説明書又は見積書提出依頼書に記載し、入札参加者等に明

示することで、これを認めている。 

しかしながら、こうした要件に該当しないにもかかわらず、契約期間の始期を契約

締結日前に設定しているものがあった。（４箇所） 

又、同通知では遅くとも４月中には契約書の締結を完了させることとされているに

もかかわらず、５月以降に締結しているものがあった。（３箇所） 

この不適切な取扱いは、本通知の趣旨の理解を欠くことによるものであり、関係規

定の理解の向上を図り、適切な事務執行について周知徹底を図る必要がある。 

 

○ 業務委託契約等の締結に当たり、予定価格が随意契約ができるとされている額を超

えているにもかかわらず、競争入札を行わず随意契約していた。（５箇所） 

この不適切な取扱いは、契約事務の根拠となる関係規定の基本的な理解を欠くこと

によるものであり、関係規定の理解の向上を図り、適切な事務執行について周知徹底

を図る必要がある。 

 

エ 財産 

○ 行政財産等の目的外使用許可等に当たり、使用料又は占用料の算定を誤って許可等

しているものがあった。（６箇所） 

この不適切な取扱いは、使用料又は占用料算定の根拠となる条例や規定等の基本的

な理解を欠くことや現況確認が不十分であったことによるものであり、関係規定の理

解の向上を図り、適切な事務執行が行われるようチェック体制を強化する必要があ

る。 

 

○ 行政財産等の目的外使用許可の手続を行わずに、防犯灯等が設置されているものが

あった。（５箇所） 

この不適切な取扱いは、敷地内に使用許可が必要な物件が存在していることの確

認及び財産管理における当該手続の必要性の認識を欠くものであり、適切な事務執

行について周知徹底を図る必要がある。 

 

オ 庶務 

○ 公務出張に当たり、人事給与システムによる所定の手続を行わなかったことなどに

より、旅費を支給していないものがあった。（14箇所） 

この不適切な取扱いは、同システムによる手続の必要性の認識を欠くものであり、

適切な事務執行について周知徹底を図る必要がある。 

 

○ 修学旅行で生徒を引率し指導を行う業務等に従事した場合に支給される教員特殊業

務手当を支給していないものがあった。（13箇所） 

この不適切な取扱いは、手当支給の根拠となる条例や規則の基本的な理解を欠くこ

とや、複数職員による確認が不十分であったことによるものであり、適切な事務執行

が行われるよう周知徹底を図るとともにチェック体制を強化する必要がある。 
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○ 週休日に勤務し振替を行わなかった職員に対し、時間外勤務手当を支給していない

ものがあった。（７箇所） 

この不適切な取扱いは、進行管理や複数職員による確認が不十分であったことによ

るものであり、適切な事務執行が行われるよう周知徹底を図るとともにチェック体制

を強化する必要がある。 
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４ 要改善事項 

要改善事項の12件を、指摘した事由の別に掲げると次のとおりである。 

 

(1) 経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認められる事案 

 

① 複写機の更新に係る調達に関する件 

（政策局 総務室） 

カラー複写機の更新・新規導入に当たって、会計局の「複写サービス」のあっせんによらず

調達を行っているものがあった。 

複写機の更新・新規導入については、会計局調達課による「複写サービス」のあっせんによ

り、原則として複写能力別機種選択表（モノクロ機、最大原稿サイズ：Ａ３）に該当する複写

機を導入するものとしているが、本庁各課においてカラー機等、複写能力別機種選択表に該当

しない機種を希望する場合は、事前に相談に応じることとしている。 

政策局において、カラー複写機の調達に当たり、会計局調達課で実施するあっせんによら

ず、個別に調達をしている事例が複数見受けられた。（平成26年度執行額の合計、1,055,818

円） 

政策局全体の「複写サービス」のあっせん依頼の調査とりまとめを所管しているのは政策局

総務室であったが、同室では会計局調達課においてカラー複写機が「複写サービス」のあっせ

ん依頼の対象となっているとの認識がなく、カラー複写機の調達を希望する局内各課に対し、

あっせんによる調達についての必要な助言・調整等を行っていなかったため、政策局内ではカ

ラー複写機を個別に調達し、賃貸借契約により借用し、使用していた。 

会計局調達課によるカラー複写機の調達仕様では、契約業者が定期的に消耗品（トナードラ

ム）を補給しなければならないが、政策局の個別調達仕様では、契約業者が定期的に消耗品を

補給することにはなっておらず、県が別途消耗品を購入する必要があった。また、カラー複写

機本体のリース料についても、会計局調達課の契約では複写1枚当たりの複写単価に含まれて

いるが、政策局の個別調達仕様では、長期継続契約によるリース料を負担することとなってお

り、あっせんによる調達の方が効率的・経済的な執行となるものと認められる。 

以上のことから、今後の政策局のカラー複写機の調達に当たっては、「複写サービス」のあ

っせん依頼による調達を行うことがより効率的・経済的な執行を期待できることから、総務室

があっせん依頼の調査取りまとめ時において局内各課に対し、会計局調達課との事前相談など

の必要な助言・調整を行い、あっせんによる調達へ改善する必要がある。 

 

② 「シニア・ジョブスタイル・かながわ」及び「かながわ若者就職支援センター」の清掃

業務請負契約に関する件 

（産業労働局 労働部雇用対策課） 

同一施設に設置している「シニア・ジョブスタイル・かながわ」及び「かながわ若者就

職支援センター」の清掃業務請負契約について、別個に単年度契約で行っていた。 

雇用対策課が運営する「シニア・ジョブスタイル・かながわ」及び「かながわ若者就職

支援センター」は、いずれも横浜駅西口の横浜ＳＴビル５階（横浜市西区北幸 1-11-15）

に入居している。 

両施設の清掃業務については、施設ごとに一者随意契約により執行しているが、これ

は、開設時期が異なることなどから、開設時にそれぞれ契約をし、その形のまま、現在に

至っているものである。 
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しかしながら、両者は、いずれも単年度契約であり、仕様（清掃内容）も同一であるこ

とから、施設ごとに契約する合理的な理由はなく、両施設を一体で契約することにより、

事務執行の効率化を図ることができるものと認められる。 

また、長期継続契約とすれば入札執行となり、長期継続契約としない場合においても、

現在の両施設の契約額から判断すると、見積合せが必要となり、競争性が生じることに加

え、一体で契約することによる経費削減も考えられ、経済的な執行につながるものとも思

われることから、契約方法を改善する必要がある。 

 

(2) 事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると認められる事案 

 

① 県税の滞納処分として差し押さえた財産を換価した代金の取扱いに関する件 

（総務局 財政部徴収対策課） 

県税の滞納処分として差し押さえた財産を換価した代金について、債権者に配当金を交

付した後に残余金がある場合の支払を現金による直払いに限定していた。 

県税の滞納処分として差し押さえた財産を換価した代金については、国税徴収法の規定

に基づき、滞納県税へ充当し、さらに、その他の債権者に配当金を交付した後、なお残余

金がある場合は滞納者へ交付することとされており、その交付は、神奈川県県税取扱要領

の規定により、直払いの方法によるものとされている。 

一方、滞納者への配当残余金の交付に当たって、当該滞納者が自己名義の銀行口座への

振込みを希望した場合には、実務上、こうした依頼に対応し、口座振込により交付するこ

とがあるが、これに当たっては、同要領の規定を踏まえ、交付期日に一旦所管出納員に直

払いにより現金を払い出した後、その現金を再度歳計外現金口座に受け入れ、その後、滞

納者名義の銀行口座に払い出す処理を行うよう、徴収対策課が各県税事務所に対して指導

していたため、事務処理の複雑化及び配当残余金交付の遅延を招いていた。 

しかし、国税徴収法など関係法令が現金以外の方法による交付を禁じているとまではい

えないことから、配当残余金の交付について、滞納者の口座に直接払出処理をする方法を

認め、これを同要領に明確に位置付けるなど、事務処理の簡素化及び配当残余金等のより

早期の交付に向けて、事務処理を改善する必要がある。 

 

② 企業庁が管理する財産の使用に伴う使用料の取扱いに関する件 

（総務局 財産経営部財産経営課） 

企業庁が管理する財産を県が使用する場合及び県が管理する財産を企業庁が使用する場

合に伴う使用料を、無償として取り扱っていた。 

神奈川県県有財産規則第24条の規定に基づく県有財産の県機関に対する使用承認のう

ち、企業庁に対するものについては、同運用通知第24条関係第４項において、原則有償

とする旨が定められているところであるが、湘南地域県政総合センター及び県央地域県政

総合センターにおいて、これらのセンターが管理する土地改良財産の企業庁への使用承認

について、使用料を免除していた事案が認められた。 

企業庁に対する使用承認に係る使用料については、昭和53年に企業庁に対する使用承

認が原則有償とされた後も、事実上、無償とする取扱いが継続されたものもあった中、平

成10年に、土地改良財産に係る事務を所管する農政部（当時）からの照会を契機とし

て、知事部局管財課（当時）は、企業庁管財課（当時）と使用承認の有償化について協議

したものの、知事部局と企業庁の使用料相当額には格差があり、知事部局側が相当な財政
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負担を負うため、当面は無償の扱いを継続することとしたところであるが、こうした取扱

いは全庁的に明確な形で周知されてはいない。 

このため、本件においても、両センターはこうした当面の取扱いを認識しておらず、単

に運用通知改正前の取扱いを現在まで踏襲していたものであると考えられるが、臨時的に

でも原則と異なる例外的な取扱いを認めるならば、その合理性等について制度所管課が明

確に示すべきである。また、当面の取扱いであると位置付けていながら、既に17年近く

が経過した今日に至るまで整理がなされておらず、規定と実際の運用が乖離していると受

け止められかねない状態が長期に及んでいる点には問題性が認められる。 

こうしたことから、今後は、企業局との調整を速やかに行い、使用料の取扱いを整理し

た上で、全庁的に明確な形で周知するよう、制度運用を改善する必要がある。 

 

③ 指定管理者が管理する施設に係る、適切な財産管理の方法及び管理に関する基本協定書

の規定に関する件 

（県民局 くらし県民部人権男女共同参画課） 

指定管理者が管理する施設に係る適切な財産管理の方法及び管理に関する基本協定書の

規定で実態と乖離しているものがあった。 

当該施設については、平成18年度から指定管理者制度を導入しており、県は、平成26

年度に指定管理料を124,950,161円支払っている。そして、管理業務の対象となる管理物

件については、当該施設の管理に関する基本協定書第６条において、管理施設及び管理物

品の内容は、財産台帳及び備品出納簿のとおりとしていた。 

その後、平成23年度の神奈川県財務規則の改正により、備品の管理方法が備品出納簿

から備品台帳に切り替わり、備品出納簿が廃止されており、また、平成26年４月には、

当該施設が借用不動産（建物）に移転し、これに伴い県は、新たな管理物品2,093点（備

品162点、消耗品1,931点）を整備しているが、そうした状況変化にもかかわらず、新施

設への移転が決まってから移転するまでの期間が短かったことなどもあって、従来からの

管理物件の規定を見直さなかった。 

このため、管理物品については、制度上現存しない備品出納簿という帳簿により管理を

行うという合理性を欠く状況となっていただけでなく、消耗品に該当する管理物品につい

ては、仮に、備品出納簿を備品台帳と読み替えたとしても、管理物品として位置付けるこ

とが出来ない状況となっていた。また、管理施設は借用建物であるため、協定上の管理物

件としては位置付けることが出来ない状況となっており、土地についてもどの部分が指定

管理者として管理すべき範囲なのか明確になっていなかった。 

以上のとおり、基本協定書第６条の規定は、県の会計制度の改正や移転後における管理

物件の実態と乖離した状況となっており、管理施設や管理物品に毀損等が生じた場合や施

設内で事故があった場合に、管理上の責任が県にあるのか指定管理者にあるのかが不明確

になり問題があるため、実態に即した内容となるよう基本協定書等について見直す必要が

ある。 

 

④ 指定管理者制度を初期に導入した４施設のモニタリングの実施状況に関する件 

（保健福祉局 福祉部障害サービス課） 

指定管理者制度を初期に導入していた４施設では、実績報告書及び利用者満足度調査等

に基づくモニタリングの実施が、他の施設に比べ十分でないものとなっていた。 

指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を
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図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としており、この目的を達成するために

は、指定管理業務の遂行に対する事後統制が適切に実施される必要がある。その手法とし

て、本県においては、毎年度終了後に指定管理者から提出される実績報告書のほか、利用

者満足度調査等によりモニタリングを実施することとし、指定管理者との間で締結する基

本協定にその実施方法を定めている。 

障害サービス課が所管する指定管理者制度導入施設についてモニタリングの実施状況を

確認したところ、津久井やまゆり園、愛名やまゆり園、厚木精華園及び秦野精華園につい

ては、指定管理者との間で年度毎に締結される年度協定に基づく平成26年度事業計画と

その実施状況を整理した平成26年度事業実績及び利用者満足度調査結果報告等が具体性

に欠けるものであるなど、実績報告書及び利用者満足度調査等に基づくモニタリングは所

期の水準に達していないものと認められた。 

本県における指定管理者制度の運用手続は、平成18年度から多くの公の県立施設に指

定管理者制度が導入されるに際して確立されたが、津久井やまゆり園には平成17年度に

先行導入されているため、同施設に係るモニタリングの具体的な手法については未整理な

点があり、他の３施設にもその手法が継承されたものと推測される。しかしながら、障害

サービス課が所管する他の指定管理者制度導入施設においては実績報告書及び利用者満足

度調査等に基づくモニタリングが比較的適切に実施されている。 

したがって、障害サービス課は、本件４施設に係る各年度の事業計画及び実績報告並び

に利用者満足度調査の内容を改善するよう指定管理者に指示し、実績報告書及び利用者満

足度調査等に基づくモニタリングが所期の水準を達するよう改善する必要がある。 

 

⑤ 情報ネットワーク配線機器賃貸借及び保守契約における予定価格積算に関する件 

（保健福祉局 神奈川県立保健福祉大学） 

情報ネットワーク配線機器の賃貸借及び保守契約における予定価格の積算について、保

守業務にもリース料率を適用していた。 

長期継続契約である同賃貸借及び保守契約（契約金額 73,055,520円）の入札に当たり、

リース物件の見積価格と保守業務に係る見積額の合計額にリース料率を乗じて求めた月額

のリース料に基づいて予定価格を積算していた。 

しかし、この積算方法では、金利、固定資産税、損害保険料など保守料の積算に当たり

加算する必要のない要素が混入されることにより、積算の合理性や明瞭性が損なわれるこ

とになり、見方によっては、これら加算する必要のない金額により積算が過大になってい

るとの印象を与えかねないものであるため、今後は、利益相当額を含めた見積りを徴する

などして、より合理性や明瞭性が高い方法へ改善する必要がある。 

 

⑥ 公益社団法人神奈川県計量協会に対する本館建物の一部等への使用許可に伴う光熱水費

等の算定方法に関する件 

（産業労働局 神奈川県産業技術センター計量検定所） 

行政財産の目的外使用許可に伴う光熱水費等の実費負担のうち警備委託料の算定方法に

ついて、按分計算と実態が乖離しているものがあった。 

計量検定所では、公益社団法人神奈川県計量協会に事務室及び車庫として、本館建物の

一部等を使用許可している。その際、神奈川県県有財産規則及び行政財産の目的外使用許

可取扱要領に定める光熱水費等を徴するに当たり、計量検定所と同協会が「神奈川県産業

技術センター計量検定所の使用許可に係る光熱水費等の負担に関する協定書」を締結し、
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光熱水費等の同協会の負担額は締結した協定書に基づき算定し請求しているが、そのうち

警備委託料の算定に当たり、警備委託料の１㎡当たりの単価を算出し、これに許可面積を

乗じて算出すべきところ、警備対象に含まれていない建物面積を含めて算定しており、実

費負担額を超えた負担を求めているため、協定書を見直す必要がある。 

 

⑦ 足柄上合同庁舎警備業務等契約における設計額積算に関する件［既報告］ 

（県土整備局 神奈川県県西土木事務所） 

足柄上合同庁舎警備業務及び同庁舎第二別館の受付業務委託における設計額の積算につ

いて、改善が必要と認められるものがあった。 

同業務において、条件付き一般競争入札により選定を行っているが、入札に当たっては、

国土交通省が実態調査に基づき決定した平成 26年度建築保全業務労務単価等を参考とし

て予定価格を積算しており、平成26年度における落札価格は11,070,000円であった。 

当該積算に当たっては、建築保全業務労務単価の警備員日割単価基礎額等から１時間当

たり単価を算出し、これに仮眠時間等を除き警備業務等に従事する時間数を乗じて直接人

件費を算定していた。その際、直接人件費の算定における仮眠時間数が、仕様書に定める

業務内容から算出される仮眠時間数と一致していなかった。また、建築保全業務労務単価

の警備員日割単価基礎は、別途夜勤手当及び宿直手当が支給されることを前提としている

にもかかわらず、本件においては夜勤手当及び宿直手当の対象業務について日割単価並び

に夜勤手当及び宿直手当が建築保全業務労務単価の意義と異なる内容により積算されてい

た。 

したがって、本件の積算方法は業務内容を適切に反映したものとは認められないため、

今後は、より合理的な積算へ改善する必要がある。 

 

⑧ 配水管等の毀損に伴う損害賠償金の未納債権に対する債権管理に関する件 

（企業庁 神奈川県企業庁厚木水道営業所） 

配水管等の毀損に伴う損害賠償金の未納債権に対する債権管理について、取扱いに一貫

性を欠き、半年以上督促業務が行われていないものがあった。 

企業庁では、企業庁の配水管、送水管、給水管その他付属物（以下「配水管等」とい

う。）を故意又は過失により毀損し、企業庁に損害をあたえた者（以下「毀損者」とい

う。）に対する損害賠償の事務処理要領を定めて、毀損者から賠償金を徴収している。 

厚木水道営業所では、配水管等の毀損に伴う損害賠償金の過年度未納債権４件

（348,297円）について、毀損者に督促等を行い企業庁債権管理取扱要領に基づき債権管

理票に督促状況を記載し、債権管理を行っている。 

しかし、その督促状況は、専ら担当者の判断に委ねられ、電話による督促のみのものか

ら現地に赴き所在を確認しているものなど対応が統一されておらず、半年以上督促業務が

行われていないなど、債権管理が適正に行われていなかった。 

よって、所として配水管等の毀損に伴う損害賠償金の未納債権に対する基本的な方針を

定め、事務処理を改善する必要がある。 

 

⑨ 冬季期間中に教室などにストーブを設置する経費に関する件 

（教育委員会 神奈川県立新栄高等学校） 

冬季期間中の一般教室などにおける付加的な暖房の実施に当たり、暖房器具の燃料代の

執行について、私費会計から支出しているものがあった。 
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当校では、冬季期間中一般教室などにおいて､空調機器による暖房のみでは寒さ対策や

インフルエンザ予防には不十分と判断し、同校の保護者の会の了解を得て、空調機器によ

る暖房に加えて県有物品のストーブを設置し暖房を実施していたが、ストーブの取付け･

取外し代及び暖房用灯油購入代（11件､1,401,313円）のうち、公費負担化された空調機

器が配置されている一般教室などに係るものについては、私費会計から支出（６件､

736,770円）し、空調機器が配置されていない特別教室などに係るものについては､公費

で支出（５件､664,543円）していた。 

しかし、学校教育法第５条では､学校運営経費は原則として学校設置者が負担すること

とされており、また、教育局が作成した「公費・私費の負担区分に係る運用基準」におい

ても、これらの経費は公費負担とするものとして例示されているところであり、本件経費

は本来公費で負担すべきものと認められる。 

したがって、学校運営経費に係る執行の透明性を高めるために、冬季期間中、空調機器

で暖房を実施している一般教室などにおいて、更に付加的にストーブを設置し、暖房を実

施することの必要性を十分に検討し、学校運営経費として真に必要があるならば、公費負

担の必要性や妥当性が曖昧なまま私費会計に負担させるのではなく、適切に予算措置を行

った上で公費で執行するよう改善する必要がある。 

 

⑩ 通学用スクールバスの運行業務委託に関する件 

（教育委員会 神奈川県立中原養護学校） 

児童・生徒の通学用スクールバスの運行業務委託契約について、実際の運転日数が仕様

書に反映されていないものがあった。 

当校では、児童・生徒の通学用スクールバスの運行業務委託契約を３件締結している

が、このうち１件については、毎年の事前公募に対し応募者がなかったため、平成15年

度から契約を継続してきた同じ契約者を選定し、見積書を徴取していた。 

当該契約の執行における積算に当たり、運転員給与の積算根拠となる従事日数を授業の

登下校の送迎のある201日（年間授業日数）としており、授業日以外の休日又は休業期間

中に行われる校外学習などの送迎に係る日数が含まれていなかった。 

当校では、仕様書及び積算書の作成に当たって、前年度の契約における算定根拠と同じ

く、仕様書及び積算書の運転員の業務従事予定日数を年間授業日数としており、授業日以

外の休日等の送迎に係る運転員の業務従事日数を加算していなかった。 

しかしながら、当積算書及び仕様書の運転員の従事日数と実際に運転員が従事すべき日

数との間に乖離があるということは、適切な見積価格を算定する上で支障となるおそれが

あるので、今後の契約執行においては、運転員の業務従事日数を精査し、年間授業日数を

上回る場合は、その業務従事日数分を上乗せするなど、積算書及び仕様書を適切に作成す

るなど改善する必要がある。  
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５ 箇所別の監査結果 

不適切事項又は要改善事項が認められた箇所は134箇所であり、また、認められなかった箇

所は442箇所で、それぞれの箇所をその属する局等別に整理すると次のとおりである。 

 

 (1) 不適切事項又は要改善事項が認められた箇所 

ア 政策局（７箇所、13件） 

 (ｱ) 本庁機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

政策局総務室 平成27年８月28

日（平成27年７

月13日職員調

査） 

（要改善事項） 

「複写機の更新に係る調達に関する件」 

（前記４(1)①参照） 

自治振興部市町村課 平成27年８月28

日（平成27年７

月21日職員調

査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、平成26年度に領収した

現金の納入に当たり、会計年度を誤り、平成27

年度の収入として処理しているものが１件、150

円あった。 

自治振興部広域連携

課 

平成27年８月28

日（平成27年７

月22日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公務出張に当たり、人事

給与システムによる所定の手続を行わなかった

ため、旅費２件、1,608円を支給していなかっ

た。 

 

(ｲ) 出先機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

神奈川県立公文書館 平成27年３月

25日（平成27

年３月24日及

び同月25日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、社会保険料の納付に当

たり、事業主負担分の支出手続が遅れたた

め、期限後に納付しているものが１件、

336,288円あった。 

また、本人負担分の支出手続の遅延によ

り、期限後に納付しているものが1件、

336,288円あった。 

２ 契約事務において、建物設備維持管理業務

の委託（契約額63,828,000円：長期継続契

約）の履行確認に当たり、平成26年12月分の

小規模受水槽水道検査業務（25,920円相当：

税込）が履行されていなかったにもかかわら

ず、同月分の委託業務の対価（4,892,103円）

全額を支払っていた。 

神奈川県県央地域県

政総合センター 

平成27年４月

22日（平成27

年３月３日か

（不適切事項） 

１ 工事事務において、治山工事の契約（契約

額27,081,810円）に当たり、のり面保護工
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ら同月６日ま

で職員調査） 

（ラス張工）について誤った施工規模加算率

により積算していたため、設計額が過大

（280,800円）のまま入札事務を執行し契約を

締結していた。 

２ 財産管理事務において、次のとおり誤りが

あった。 

(1) 神奈川県県有財産規則に基づく行政財産

の目的外使用許可の手続を行わずに標識柱

及び防犯灯が設置されているものが３件あ

った。 

(2) 工作物に係る県有財産台帳の整備に当た

り、神奈川県県有財産規則の運用及び工作

物取扱要領に基づき備えておくことが必要

な図面を作成していなかった｡ 

神奈川県湘南地域県

政総合センター 

平成27年４月

21日（平成27

年３月６日及

び同月９日か

ら同月11日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、行政財産の目的外使

用許可に伴う光熱水費等の調定に当たり、歳

入科目を誤っているものが１件、3,080円あっ

た。 

２ 収入事務において、行政財産の目的外使用

許可に伴う光熱水費等の立替収入の徴収に当

たり、20件、1,161円が徴収不足であった。 

３ 契約事務において、庁用自動車運行管理業

務委託の契約（契約金額1,312,601円）に当た

り、設計額の積算を誤り、設計額が10,800円

過大のまま契約を締結していた。 

神奈川県県西地域県

政総合センター 

平成27年４月

24日（平成27

年３月13日及

び同月16日か

ら同月18日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

１ 財産管理事務において、賃借している敷地

内に設置された電力柱１本、支線１条及び電

力線１条に関し、本柱１本及び支線１条に係

る契約として締結すべきところ、電力線１条

の共架に係る転貸借契約として誤って締結し

ていたため、転貸料１件、年額1,552円が徴収

不足となっていた。 

２ 庶務事務において、公務出張に当たり、人

事給与システムによる所定の手続を行わなか

ったため、旅費１件、470円を支給していなか

った。 

 

イ ヘルスケア・ニューフロンティア推進局（１箇所、１件） 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

ヘルスケア・ニュ

ーフロンティア推

平成27年８月

28日（平成27

（不適切事項） 

契約事務において、第１回再生医療産業化展
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進局 年７月14日職

員調査） 

ブース出展及び再生･細胞医療セミナー等開催業

務委託契約（契約額4,104,000円）の変更契約に

当たり、契約期間内に変更契約の締結を行って

いなかった。 

 

ウ 総務局（６箇所、６件） 

(ｱ) 本庁機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

財政部課税課 平成27年８月

31日（平成27

年７月30日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公務出張に当たり、人事給

与システムによる所定の手続を行わなかったもの

が５件あり、そのうち旅費２件、400円が支給さ

れていなかった。 

財政部徴収対策課 平成27年８月

31日（平成27

年７月30日職

員調査） 

（要改善事項） 

「県税の滞納処分として差し押さえた財産を換

金した代金の取扱いに関する件」 

(前記４(2)①参照） 

財産経営部財産経

営課 

平成27年８月

31日（平成27

年７月27日職

員調査） 

（要改善事項） 

「企業庁が管理する財産の使用に伴う使用料の

取扱いに関する件」(前記４(2)②参照） 

 

(ｲ) 出先機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

神奈川県戸塚県税

事務所 

平成27年５月

26日（平成27

年３月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、産業廃棄物の収集運搬・

処分に係る委託契約の締結に当たり、契約書に

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び

施行規則に定める必要な事項を記載していなか

った。 

神奈川県相模原県税

事務所［既報告］ 

平成27年２月

５日（平成26

年12月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、行政財産の目的外使用

許可に係る使用料の調定に当たり、歳入科目を

誤っているものが２件、1,965円あった。また、

そのうち調定が３月を超えて遅れているものが

１件、969円あった。 

神奈川県平塚県税事 

務所［既報告］ 

平成27年４月

28日（平成27

年２月９日職

員調査） 

（不適切事項） 

税務事務において、法人事業税の申告内容の

調査等に当たり、二以上の都府県に事務所等を

有して事業を行う法人に係る課税標準額の分割

基準の誤りを看過し、必要な措置を講じていな

かったため、１件、10,000円が徴収不足であっ

た。 
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エ 安全防災局（２箇所、２件） 

(ｱ) 本庁機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

安全防災部くらし安

全交通課 

平成27年７月

22日（平成27

年６月11日職

員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公務出張に当たり、人事

給与システムへ旅行経路の一部を入力しなかっ

たため、 旅費１件、1,200円を支給していなか

った。 

 

(ｲ) 出先機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

神奈川県総合防災セ

ンター［既報告］ 

平成27年２月

６日（平成27

年２月５日及

び同月６日職

員調査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、重要物品１点（台帳

価額8,490,000円（平成元年取得価格））の不用

の決定に当たり、神奈川県財務規則の規定によ

り本庁機関の課長の承認が必要であるにもかか

わらず、所長の決裁のみにより決定していた。 

［特記前出］ 

 

オ 県民局（10箇所、17件） 

(ｱ) 本庁機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

県民局総務室 平成27年７月29

日（平成27年６

月９日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、平成26年度保育緊急確

保事業費補助金に係る戻入（戻入額16,500

円）に当たり、会計処理を平成27年４月３日

に行ったにもかかわらず、戻入書の作成が遅

延したことから、県への収入が同年６月２日

となり、平成26年度中での戻入処理がされな

かった。 

２ 契約事務において、次のとおり誤りがあっ

た。 

(1) 「県のたより」特集号新聞折込業務委託

契約（単価契約：支払総額9,188,005円）

の締結に当たり、入札等が不調となったた

め、業務仕様書等を変更し改めて受託者を

決定する際に、地方自治法施行令で定める

要件に該当しないにもかかわらず、再度公

告入札に付すことなく随意契約により契約

を締結していた。 

(2) 「県のたより」配送業務委託契約（横須

賀市分：契約額3,726,000円）の締結に当

たり、会計局通知による契約書作成日の特
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例に該当しないにもかかわらず、契約締結

日である平成26年６月30日から遡及して、

同年６月１日から契約の効力が生じること

としていた。さらに、この結果、受託者の

決定日（同年６月19日）前に効力が生じる

契約となっていた。 

３ 庶務事務において、週休日に勤務し振替を

行わなかった職員に対し、時間外勤務手当の

支給を行っていなかったものが２件、67,990

円あった。 

くらし県民部人権男

女共同参画課 

平成27年７月29

日（平成27年６

月11日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、女性保護施設として使

用する建物に係る電気料金（５月請求分：使

用期間４月２日から５月１日）について、同

施設の指定管理者が負担すべきである移転日

以後の期間に対応する部分も含めて県が支払

っていたにもかかわらず、その後、指定管理

者に対して当該金額（金額未確定）の請求を

していなかった。 

２ 財産管理事務において、次のとおり誤りが

あった。 

(1) 女性相談所の新施設移転に伴い、平成25

年度に女性相談所の初度調弁として整備し

た備品61点、消耗品426点について、神奈

川県財務規則第170条に基づく物品の管理

換え手続が、備品については３月を超えて

遅れており、消耗品については行われてい

なかった。 

(2) 寄附物品（寝台等197点、総評価額

3,076,500円）の受け入れに当たり、全て

の物品について受入手続すべきところ、備

品に該当する５万円以上の寝台１点しか受

入手続をしていなかった。 

また、部長の決裁が必要となるにもかか

わらず、これをしていなかった。 

［特記前出］ 

（要改善事項） 

「指定管理者が管理する施設に係る、適切な

財産管理の方法及び管理に関する基本協定書の

規定に関する件」(前記４(2)③参照） 

くらし県民部広報県

民課 

平成27年７月29

日（平成27年６

月15日職員調

（不適切事項） 

契約事務において、次のとおり誤りがあっ

た。 
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査） １ 「県のたより」特集号新聞折込業務委託契

約（単価契約：支払総額 9,188,005円）の締

結に当たり、設計額の積算に当たり、市場の

実勢を的確に反映させていなかった。 

２ 「県のたより」配送業務委託（横須賀市

分：契約額3,726,000円）の契約締結に当た

り、会計局通知による契約書作成日の特例に

該当しないにもかかわらず、平成26年６月30

日に締結した契約において、同年６月１日に

遡及して契約の効力が生じることとしてい

た。さらに、この結果、受託者の決定日（同

年６月19日）前に効力が生じる契約となって

いた。 

次世代育成部次世代

育成課 

平成27年７月29

日（平成27年６

月17日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、平成26年度保育緊急確保

事業費補助金に係る戻入（戻入額16,500円）に

当たり、会計処理を平成27年４月３日に行った

にもかかわらず、戻入書の作成が遅延したこと

から、県への収入が同年６月２日となり、平成

26年度中での戻入処理がされなかった。 

 

(ｲ) 出先機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

神奈川県立女性相談

所 

平成27年３月16

日（平成27年２

月５日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、精神保健福祉士等謝礼金

（2,132,632円）の支払に当たり、所得税及び復

興特別所得税について、給与所得の源泉徴収税

額表を適用すべきところ、所轄税務署の見解を

確認することなく、誤って事業所得の税率を適

用して税額を算出し、31件、160,605円を過大に

源泉徴収していた。 

神奈川県立かながわ

県民活動サポ－トセ

ンター 

平成27年７月29

日（平成27年５

月20日及び同月

21日職員調査） 

（不適切事項） 

収入事務において、災害その他特別の事情に

よる会議室使用料の還付に当たり、還付請求日

より３月を超えて遅れているものが１件、9,360

円あった。 

神奈川県平塚児童相

談所［既報告］ 

平成27年２月13

日（平成27年２

月12日及び同月

13日職員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、行政財産の目的外使

用許可の手続を行わずに、防犯灯が設置されて

いるものが１件あった。 
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神奈川県厚木児童相

談所［既報告］ 

平成27年３月23

日（平成27年１

月16日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、非常勤職員の報酬の支払

に当たり、源泉徴収税額表の適用を誤り、所得

税及び復興特別所得税８件、3,838円が徴収不足

であった。 

神奈川県立おおいそ

学園 

平成27年５月13

日（平成27年５

月12日及び同月

13日職員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、厨房用消耗品の購入代

（３件、84,265円）の支払に当たり、政府契約

の支払遅延防止等に関する法律に定められてい

る支払期限を過ぎていた。また、このうち２件

については、履行確認後３月を超えて支払って

いた。            ［特記前出］ 

神奈川県立青少年セ

ンター 

平成27年７月29

日（平成27年５

月19日及び同月

22日職員調査） 

（不適切事項） 

収入事務において、領収した現金について、

神奈川県財務規則で定める現金出納簿への記載

を行っていないものが１件、120円あった。 

 

カ 環境農政局（11箇所、17件） 

(ｱ) 本庁機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

水・緑部森林再生課 平成27年８月21

日（平成27年７

月２日職員調

査） 

（不適切事項） 

補助金交付事務において、平成26年度県産木材

流通コーディネート事業補助金の補助対象経費に

含まれる消費税の仕入控除税額の内容の確認が不

十分であったため、補助金を3,000円過大に交付

していた。 

水・緑部水産課 平成27年８月21

日（平成27年７

月３日職員調

査） 

（不適切事項） 

補助金交付事務において、平成26年度水産業経

営改善強化促進事業費補助金の補助対象経費に含

まれる消費税の仕入控除税額の内容の確認が不十

分であったため、補助金を31,000円過大に交付し

ていた。 

農政部担い手支援課 平成27年８月21

日（平成27年７

月９日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、平成26年度農業改良資金事

務委託契約に基づく事務委託料の支払に当たり、

平成27年４月に支出負担行為額の増額を執行（平

成26年度当初の概算伺い額68,578円、変更伺い額

(増額）31,922円、変更後の執行額100,500円）し

ていた。 

農政部畜産課 平成27年８月21

日（平成27年７

月10日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、週休日に勤務し、週休日の

振替を行わなかった職員１名に対して、時間外勤

務手当１件、26,601円を支給していなかった。 
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(ｲ) 出先機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

神奈川県自然環境保

全センター 

平成27年８月13

日（平成27年３

月24日及び同月

25日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、射撃教習に伴う経費の

執行に当たり、「負担金、補助及び交付金」で

執行すべき受講料15,000円、「使用料及び賃借

料」で執行すべき銃代5,000円、「需用費」で

執行すべきクレー代5,500円及び実包代3,150円

について、全て「役務費」で執行していた。 

２ 契約事務において、水源林確保本調査業務委

託（当初契約額169,020,000円）及び水源林確

保予備調査業務委託(現地調査)（当初契約額

30,240,000円）の契約に当たり、規定された設

計要領及び積算基準に反し、調査業務等の交通

費の一部を計上することなく積算していたた

め、設計額が3,769,200円及び270,000円不足し

ていた。 

３ 財産管理事務において、行政財産の目的外使

用許可の手続を行わずに、防犯灯が設置されて

いるものが３件あった。 

４ 庶務事務において、次のとおり誤りがあっ

た。 

(1) 公務出張に当たり、人事給与システムに

よる所定の手続を行わなかったものが63件

あり、そのうち旅費37件、7,400円を支給し

ていなかった。 

(2) 公務出張に当たり、出発地を職員自宅と

すべきところ在勤庁として算定していたも

のなど経路を誤ったものが８件あり、その

うち旅費１件268円が支給不足であった。 

神奈川県水産技術セ

ンター内水面試験場 

平成27年４月16

日（平成27年４

月13日職員調

査） 

（不適切事項） 

収入事務において、行政財産の目的外使用許可

に係る使用料の調定が３月を超えて遅れているも

のが２件、94,852円あった。また、納付期限を調

定の日から20日以内に設定していなかった。 

神奈川県水産技術セ

ンター相模湾試験場 

平成27年４月16

日（平成27年４

月14日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、社会保険料の納付に当た

り、本人負担分である歳計外現金の払出しを失念

し口座が残高不足になったため、口座振替がなさ

れず、期限後に支払っているものが１件、

170,715円あった。 

神奈川県西部漁港事

務所 

平成27年８月10

日（平成27年４

（不適切事項） 

１ 収入事務において、漁港区域内公共空地占用



 

27 

 

月13日及び同月

14日職員調査） 

料の調定が３月を超えて遅れているものが３

件、18,094円あった。 

２ 支出事務において、社会保険料の納付に当た

り、本人負担分である歳計外現金の払出しを失

念し口座が残高不足になったため、口座振替が

なされず、期限後に支払っているものが２件、

585,655円あった。 

神奈川県農業技術セ

ンター［既報告］ 

平成27年１月28

日（平成26年12

月９日及び同月

10日職員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、エレベーター２台の保守点

検業務委託（契約金額492,480円）について、う

ち１台が故障により使用できないにもかかわら

ず、修理しないまま保守点検を実施し、当該エレ

ベーター分として164,160円を支払っており、不

適切な事務処理となっていた。 

神奈川県立かながわ

農業アカデミー［既

報告］ 

平成27年４月６

日（平成27年１

月13日職員調

査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、次のとおり誤りがあっ

た。 

１ 洗浄施設（実験用流し台２箇所）の設置に当

たり、事前に水質汚濁防止法に基づく届出を行

っていなかった。 

２ 発酵施設（面積147㎡（常用））及び乾燥施

設（畜糞乾燥機１箇所）での作業に当たり、神

奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく

設置許可を受けていなかった。 

神奈川県畜産技術セ

ンター［既報告］ 

平成27年１月26

日（平成26年12

月16日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、自家用電気工作物精密点検

業務委託の契約の締結に当たり、競争入札を行う

べきところ、見積合せを行い随意契約（契約金額

1,058,400円）により契約していた。 

 

キ 保健福祉局（18箇所、30件） 

(ｱ) 本庁機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

保健福祉局総務室 平成27年８月20

日（平成27年７

月６日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、管理指定普通財産であ

る土地の賃貸料の調定に当たり、歳入科目を誤

っているものが１件、16,620円あった。 

２ 契約事務において、次のとおり誤りがあっ

た。 

(1) 神奈川県救急医療中央情報センター案内

台の賃貸借契約（契約金額81,484,200円

（平成21年４月14日～平成26年９月30

日）・契約金額2,883,600円（平成26年10月
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１日～平成27年３月31日））に係る執行に

当たり、契約書に規定された保守管理基準

により保守業務が完了した時には業務完了

報告書を提出させることとしていたにもか

かわらず、この提出を受けずに履行確認を

行い、契約代金を支払っていた。 

(2) 介護ロボット普及・実証調査研究事業委

託契約（契約金額 26,363,144円）に係る仕

様書に、委託業務として介護施設及び事業

所に介護ロボット20台以上を貸し出して実

証モニタリング調査を実施することが定め

られていたところ、履行された実証モニタ

リング調査の対象台数が20台に満たなかっ

たにもかかわらず、完了検査で契約内容の

適正な履行を確認したものとして、契約代

金を支払っていた。    ［特記前出］ 

(3） 県が指定した５つの調査機関との間で一

者随意契約を締結している介護サービス情

報調査事務委託（単価契約、支出額：５者

合計73,374,284円）の契約締結に当たり、

個々の調査機関毎に予定価格と見積額を比

較すべきところ、委託事業全体として設定

した予定価格と、個々の調査機関の見積額

に予定数量を乗じた概算総価の合計額を比

較しており、個々の調査機関の見積額の妥

当性の検討方法に適正を欠いていた。 

［特記前出］ 

保健医療部医療課 平成27年８月20

日（平成27年７

月13日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、神奈川県救急医療中央情

報センター案内台の賃貸借契約（平成21年４月

14日～平成26年９月30日契約金額81,484,200

円・平成26年10月１日～平成27年３月31日契約

金額2,883,600円）に係る執行に当たり、契約

書に規定された保守管理基準により保守業務が

完了した時には業務完了報告書を提出させるこ

ととされていたにもかかわらず、この提出を受

けずに履行確認を行い、契約代金を支払ってい

た。 

２ 庶務事務において、勤務割振の変更をせずに

週休日に勤務した職員１名に対して、時間外勤

務手当１件、9,190円を支給していなかった。 

保健医療部県立病院

課（病院事業会計） 

平成27年７月21

日（平成27年５

（不適切事項） 

収入事務において、指定管理者負担金(収入額



 

29 

 

月22日及び同月

25日職員調査） 

190,037,950円）の収入に当たり、病院事業の財

務に関する特例を定める規則で定める納付期限を

定めていなかった。また、共通経費負担金(収入

額7,014,868円）については、納付期限までに納

付していない者に対し、督促状を発行していなか

った。             ［特記前出］ 

保健医療部保健人材

課 

平成27年８月20

日（平成27年７

月９日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、看護師等修学資金貸付金

返納の収入未済に係る督促状の発行に当たり、

納付期限後20日以内に発行していないものが51

件、1,314,000円あった。    ［特記前出］ 

２ 補助金交付事務において、平成25年度に交付

した院内保育事業運営費補助金につき、返還を

求めるべき消費税及び地方消費税の仕入控除税

額が生じていたにもかかわらずこれを看過した

ものが７件あり、返還を求めるべき額が50,573

円不足していた。       ［特記前出］ 

保健医療部保健予防

課 

平成27年８月20

日（平成27年７

月10日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、肝疾患対策事業における肝

炎医療費助成システムの賃貸借及び保守について

の賃貸借契約（契約金額648,000円）の締結に当

たり、契約期間の開始日を平成26年４月１日とす

る契約を同年５月19日に締結していた。 

福祉部高齢社会課 平成27年８月20

日（平成27年７

月６日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、介護ロボット普及・実証調

査研究事業委託契約（契約金額 26,363,144円）

に係る仕様書に、委託業務として介護施設及び事

業所に介護ロボット20台以上を貸し出して実証モ

ニタリング調査を実施することが定められていた

ところ、履行された実証モニタリング調査の対象

台数が20台に満たなかったにもかかわらず、完了

検査で契約内容の適正な履行を確認したものとし

て処理していた。        ［特記前出］ 

福祉部障害サ－ビス

課 

平成27年８月20

日（平成27年７

月１日職員調

査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、管理指定普通財産である

土地の賃貸料の調定に当たり、歳入科目を誤って

いるものが１件、16,620円あった。 

（要改善事項） 

「指定管理者制度を初期に導入した４施設のモ

ニタリングの実施状況に関する件」 

(前記４(2)④参照） 

生活衛生部食品衛生

課 

平成27年８月20

日（平成27年７

（不適切事項） 

庶務事務において、週休日に勤務した職員１名
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月14日職員調

査） 

について、勤務割振の変更により、１週間の正規

の勤務時間を超えて勤務することとなったにもか

かわらず、時間外勤務手当１件、5,890円を支給

していなかった。 

生活衛生部薬務課 平成27年８月20

日（平成27年７

月15日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、日々雇用職員の雇用保

険料の調定に当たり、歳入科目を誤っているも

のが27件、15,512円あった。 

２ 契約事務において、「平成26年度薬局・薬剤

師を活用した健康情報拠点推進事業」に係る委

託契約（契約金額5,091,000円）の締結に当た

り、会計局長通知による契約書作成日の特例に

該当しないにもかかわらず、平成27年２月27日

に締結した契約において、平成26年９月１日に

遡及して効力が生じることとしていた。 

 

(ｲ) 出先機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

神奈川県平塚保健福

祉事務所秦野センタ

ー 

平成27年２月26

日（平成27年２

月24日職員調

査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、行政財産の目的外使用

許可の手続を行わずに、選挙ポスター掲示場が設

置されているものが１件あった。 

神奈川県小田原保健

福祉事務所足柄上セ

ンター 

平成27年６月２

日（平成27年３

月23日及び同月

24日職員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、ファクシミリ賃貸借契約ほ

か２件（契約総額17,460円）の契約の締結に当た

り、契約期間の始期が４月１日である契約を会計

局長通知に反し５月23日及び同月30日に締結して

いた。             ［特記前出］ 

神奈川県茅ケ崎保健

福祉事務所 

平成27年５月21

日（平成27年３

月３日及び同月

４日職員調査） 

（不適切事項） 

収入事務において、行政財産の目的外使用許可

に伴う光熱水費等の立替収入の徴収に当たり、11

件、8,680円を過大に徴収していた。 

神奈川県厚木保健福

祉事務所［既報告］ 

平成27年１月26

日（平成26年12

月９日及び同月

10日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、庁用自動車運行管理業務

委託の契約（契約金額4,412,880円）の締結に

当たり、設計額の積算を誤り、設計額が16,913

円過大のまま契約を締結していた。 

２ 庶務事務において、次のとおり誤りがあっ

た。 

(1) 非常勤職員の雇用に当たり、基本報酬額

の適用を誤ったため、10件、78,870円が支

給不足であった。 

(2) 一般管理費で雇用している非常勤職員の
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本人負担分に係る雇用保険料について、人

材課の雇用保険料として控除すべきとこ

ろ、受入所属を誤り、厚木保健福祉事務所

の雇用保険料として控除処理しているもの

が８件、67,332円あった。 

神奈川県立平塚看護

専門学校［既報告］ 

平成27年１月28

日（平成26年12

月16日職員調

査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、物品34点（総評価額

562,000円）の寄附受入れに当たり、神奈川県財

務規則の規定により本庁機関の部長の承認が必要

であるにもかかわらず、校長の決裁のみにより決

定していた。 

神奈川県精神保健福

祉センター［既報

告］ 

平成27年１月21

日（平成26年12

月10日及び同月

11日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、行政財産の目的外使用

許可に伴う精神保健福祉センター庁費の立替収

入の徴収に当たり、平成26年度の歳入として整

理すべきところ、歳入の所属年度を誤り平成25

年度の歳入としているものが１件、20,520円あ

った。 

２ 庶務事務において、公務出張に当たり、非常

勤職員の勤務先から直接出張先への経路で算定

すべきところ、在勤庁を出発地とする経路で算

定していた。 

神奈川県立中井やま

ゆり園 

平成27年７月22

日（平成27年４

月９日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、庁舎清掃業務委託（契約額

6,955,200円）に当たり、業務仕様書に定める定

期清掃日誌を受託業者から受理しないまま検査を

完了していた。また、年２回実施される定期清掃

について、定期清掃実施月の請求時に当該清掃に

係る経費として支払うことができるにもかかわら

ず、定期清掃に係る経費も含めた全体契約額を毎

月均等払いにより支払う契約としていた。 

神奈川県立保健福祉

大学 

平成27年３月17

日（平成27年２

月16日及び同月

17日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、委員謝礼金等（533,720

円）の支払に当たり、所得税及び復興特別所得

税について、給与所得の源泉徴収税額表を適用

すべきところ、所轄税務署の見解を確認するこ

となく、誤って事業所得の税率を適用して税額

を算出し、33件、39,592円を過大に源泉徴収し

ていた。           ［特記前出］ 

２ 契約事務において、学生健康診断業務委託

（単価契約、概算総価額6,292,674円）の概算

総価による入札に当たり、公示した仕様書と異

なる予定数量により予定価格を積算していた。 
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（要改善事項） 

「情報ネットワーク配線機器賃貸借及び保守契

約における予定価格積算に関する件」 

(前記４(2)⑤参照） 

神奈川県立保健福祉

大学実践教育センタ

ー 

平成27年３月17

日（平成27年２

月13日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、委員謝礼金等（569,000

円）の支払に当たり、所得税及び復興特別所得税

について、給与所得の源泉徴収税額表を適用すべ

きところ、所轄税務署の見解を確認することな

く、誤って事業所得の税率を適用して税額を算出

し、41件、47,050円を過大に源泉徴収していた。 

［特記前出］ 

 

ク 産業労働局（６箇所、７件） 

(ｱ) 本庁機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

産業部中小企業支

援課 

平成27年８月４

日（平成27年６

月19日職員調

査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、(公財）神奈川県産業

振興センターとの土地建物賃貸借契約で、無償貸

付(全額減免）を行っている建物の共用部分につ

いて、転貸を禁じているにもかかわらず、同セン

ターが自動販売機の設置のため転貸するのを容認

していた。 

労働部労政福祉課 平成27年８月４

日（平成27年６

月29日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、週休日に勤務し、週休日の

振替を行わなかった職員１名に対して、時間外勤

務手当１件、15,104円を支給していなかった。 

労働部雇用対策課 平成27年８月４

日（平成27年６

月29日及び30日

職員調査） 

（要改善事項） 

「「シニア・ジョブスタイル・かながわ」及び

「かながわ若者就職支援センター」の清掃業務請

負契約に関する件」(前記４(1)②参照） 

 

(ｲ) 出先機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

神奈川県産業技術

センター 

平成27年２月27

日（平成27年２

月25日から同月

27日まで職員調

査） 

（不適切事項） 

 契約事務において、次のとおり誤りがあった。 

１ 害虫等駆除業務（契約金額498,960円）委託

に当たり、請書に基づく作業報告書が毎月提出

されているにもかかわらず、神奈川県財務規則

で定める検査に関する調書を四半期ごとに作成

し、履行確認を行っていた。 

２ バイオハザード対策設備保守点検業務委託契

約に係る指名競争入札の実施に当たり、応札し
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た者が１者であったにもかかわらず、再度の入

札を実施しないまま、当該業者と一者随意契約

により契約を締結（契約金額1,922,400円）し

ていた。 

神奈川県産業技術

センター計量検定

所 

平成27年２月27

日（平成27年２

月24日職員調

査） 

（要改善事項） 

「公益社団法人神奈川県計量協会に対する本館

建物の一部等への使用許可に伴う光熱水費等の算

定方法に関する件」(前記４(2)⑥参照） 

神奈川県立産業技

術短期大学校［既

報告］ 

平成27年３月24

日（平成27年１

月20日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、空調設備等保守点検業務委

託（契約金額2,365,200円）における平成26年９

月分の委託料１件（25,920円）の支払に当たり、

履行確認後３月を超えて支払っていた。また、契

約で定められた受託者からの作業報告書ではな

く、受託者が再委託した者からの報告書に基づい

て履行確認を行っていた。 

 

ケ 県土整備局（10箇所、20件） 

(ｱ) 本庁機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

事業管理部県土整

備経理課 

平成27年８月５

日（平成27年６

月25日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、鹿見堂雨水幹線改築工

事の費用負担に関する平成26年度協定書に基づ

き、12,920,674円を支出していたが、「負担

金、補助及び交付金」として執行すべきとこ

ろ、「委託料」で執行していた。［特記前出］ 

２ 支出事務において、次のとおり誤りがあっ

た。              

 (1) 公用車に係る燃料購入代の支払に当た

り、見積合せにより決定した第２四半期の

契約業者について公用車使用所属への連絡

が遅れたことにより、誤って第１四半期の

契約業者から給油を受けたため、代金が98

円割高になっているものがあった。 

(2) 施設の賃借に当たり、付属設備等使用料

（1件、8,050円）を支払期日から42日経過

して支払っていた。 

事業管理部用地課 平成27年８月５

日（平成27年６

月25日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、不動産鑑定料(１件、

312,120円）の支払に当たり、請求書の受理後に

再三支払の督促を受けていたにもかかわらず、支

払期日から288日を経過して支払っていた。 

［特記前出］ 
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道路部道路企画課 平成27年８月５

日（平成27年６

月17日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公務出張に当たり、人事給

与システムによる所定の手続を行わなかったた

め、旅費５件、5,842円を支給していなかった。 

河川下水道部下水

道課 

平成27年８月５

日（平成27年６

月10日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、鹿見堂雨水幹線改築工

事の費用負担に関する平成26年度協定書に基づ

き、12,920,674円を支出していたが、「負担

金、補助及び交付金」として執行すべきとこ

ろ、「委託料」で執行していた。［特記前出］ 

２ 支出事務において、流域下水道事業会計の平

成24年度及び平成25年度の消費税及び地方消費

税の確定申告の際に、平成23年度税制改正に伴

う消費税法改正による変更を反映しなかったこ

と及び損害賠償金等に係る特定収入の計算を誤

ったことにより申告内容に誤謬を生じたため、

平成26年度に修正申告を行い、その結果延滞税

を合計247,500円支払っていた。［特記前出］ 

 

 (ｲ) 出先機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

神奈川県横須賀土

木事務所 

［既報告］ 

平成27年２月４

日（平成26年12

月17日から同月

19日まで職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 財産管理事務において、観音崎公園の占用許

可に当たり、占用料の算定を誤って許可してい

た。これにより、占用料１件、6,570円を過大

に徴収していた。 

２ 庶務事務において、公務出張に当たり、人事

給与システムによる所定の手続を行わなかった

ため、旅費２件、400円を支給していなかっ

た。 

神奈川県厚木土木

事務所［既報告］ 

平成27年１月23

日（平成26年12

月２日から同月

４日まで職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、行政財産の目的外使用許

可に伴う光熱水費等の調定が３月を超えて遅れ

ているものが１件、30,866円あった。 

２ 契約事務において、次のとおり誤りがあっ

た。 

(1) 不動産鑑定評価業務の実施に当たり、報

酬額の算定を誤ったため、１件、31,320円

が支払不足であった。また、内容に不備の

ある不動産鑑定評価書を受理しており、履

行確認が適正に行われていなかった。 

(2) 庁舎保守管理等業務委託の契約（契約金

額9,366,840円）の締結に当たり、「労働者
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派遣と請負により行われる事業との区分に

関する基準」(労働省告示）に照らして不適

切な条項があった。 

神奈川県厚木土木

事務所津久井治水

センター 

［既報告］ 

平成27年１月23

日（平成26年12

月12日及び同月

15日職員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、非常勤職員報酬の加給の支

給に当たり、支給期日を遅延して支給したものが

１件、298,680円あった。 

神奈川県厚木土木

事務所東部センタ

ー［既報告］ 

平成27年１月23

日（平成26年12

月８日から同月

10日まで職員調

査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、県立公園の駐車場の管

理許可に当たり、使用料の算定を誤って許可して

いた。これにより使用料１件、201円が徴収不足

であった。 

神奈川県県西土木

事務所［既報告］ 

平成27年３月19

日 

（平成27年２月

６日、同月９日

及び同月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 財産管理事務において、環境省関係浄化槽法

施行規則の定めに基づく活性汚泥方式の浄化槽

の保守点検を週１回以上実施すべきところ、平

成26年４月から同年10月までの間実施していな

かった。           ［特記前出］ 

２ 庶務事務において、公務出張に当たり、人事

給与システムによる所定の手続を行わなかった

ため、旅費１件、200円を支給していなかっ

た。また、公用車を利用した経路と旅行命令の

経路が異なっているものなどがあった。 

（要改善事項） 

「足柄上合同庁舎警備業務等契約における設計

額積算に関する件」（前記４(2)⑦参照） 

神奈川県横浜川崎

治水事務所川崎治

水センター［既報

告］ 

平成27年３月18

日（平成27年２

月16日及び同月

17日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、河川法に基づく土地占用

料（212,260円）に係る延滞金を徴収していな

いものが２件、3,000円あった。 

２ 契約事務において、オイルタンク漏洩点検及

びボイラー総合開放点検業務委託（契約金額

342,900円）の実施に当たり、ボイラー総合開

放点検報告書の提出を受けていないにもかかわ

らず、契約金額を支払っていた。 

３ 庶務事務において、公務出張に当たり、人事

給与システムによる所定の手続を行わなかった

ため、旅費１件、859円を支給していなかっ

た。 
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コ 企業庁（７箇所、９件） 

(ｱ) 本庁機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

財務部情報管理課 平成27年７月21

日（平成27年５

月12日職員調

査） 

（不適切事項） 

収入事務において、上下水道料金未納整理業務

委託（平塚、厚木）契約に基づき受託事業者に貸

与している上下水道料金管理システム用パソコン

の修理に当たり、仕様書で修理費については受託

事業者が負担することとしているにもかかわら

ず、受託事業者から修理費相当額40,608円を徴収

していなかった。 

水道部経営課 平成27年７月21

日（平成27年５

月15日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、委員謝礼金（190,000円）

の支払に当たり、源泉徴収税額表の適用を誤り、

交通費相当額について源泉徴収の対象となる給与

等として計算していた。この結果、所得税及び復

興特別所得税10件、51,199円が徴収不足であっ

た。 

 

(ｲ) 出先機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

神奈川県企業庁相

模原南水道営業所 

平成27年７月７

日（平成27年４

月30日及び５月

１日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、配水管毀損賠償金の督促

状の発行に当たり、納付期限後20日以内に発行

していないものが２件、95,800円あった。 

２ 契約事務において、配水管改良工事請負契約

の変更に当たり、設計額の積算を誤ったため、

契約額が74,520円不足していた。 

神奈川県企業庁藤

沢水道営業所 

平成27年３月３

日（平成27年３

月２日及び同月

３日職員調査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、平成24年度に処分した

穿孔機４台（帳簿価額51,950円）に係る固定資産

台帳の整理を当該年度中に行わなかったため、同

台帳に現有資産を適切に反映していなかった。 

神奈川県企業庁厚

木水道営業所 

平成27年５月19

日（平成27年２

月26日及び同月

27日職員調査） 

（要改善事項） 

「配水管等の毀損に伴う損害賠償金の未納債権

に対する債権管理に関する件」 

(前記４(2)⑧参照） 

神奈川県企業庁谷

ケ原浄水場 

平成27年４月28

日（平成27年４

月27日及び同月

28日職員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、週休日に行われた講習研修

会に出席した職員に対して、勤務割振の変更や週

休日の振替が行われていないにもかかわらず、超

過勤務手当を支給していなかった。 
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神奈川県企業庁相

模川発電管理事務

所 

平成27年７月９

日（平成27年４

月20日及び同月

21日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、太陽光発電に係る電力売

買契約に基づく電力料金の収入(５月分

13,671,265円、６月分9,681,221円、10月分

6,735,539円）に当たり、遅延利息３件、

23,558円を請求していなかった。［特記前出］ 

２ 庶務事務において、公務出張に当たり、人事

給与システムによる所定の手続を行わなかった

ため、旅費１件、200円を支給していなかっ

た。 

 

サ 議会局（１箇所、２件） 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

議会局経理課 平成27年９月18

日（平成27年８

月10日及び同月

11日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、平成26年度及び平成27

年度の２か年度に渡る約１年分（50冊、26,600

円）の定期刊行物に係る前金払いでの購入に当

たり、債務負担行為を設定せずに一括で契約

し、平成26年度の予算執行としていた。 

２ 物品管理事務において、議員控室の応接用机

の引出の鍵の管理が不備であったために本来の

鍵が使用できず、緊急対応として専門業者に開

錠を依頼した執行が２件、15,120円あった。 

 

シ 教育委員会（53箇所、65件） 

(ｱ) 本庁機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

行政部財務課 平成27年７月31

日（平成27年６

月11日及び同月

12日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、県立学校児童生徒結核健

康診断精密検査費用の支払に当たり、請書で定

めた支払期限を過ぎて支払っていたものが２

件、203,750円あった。その結果、遅延利息300

円を支払っていたが、このうち１件、100円は

本来支払う必要のないものであった。 

２ 文書管理において、会場使用料（5,100円）

の支払に当たり、請求書及び当初作成した執行

伺票が所在不明となったため、請求書の再発行

を依頼し、受領後に、執行伺票を再作成して支

払っているものがあり、書類の管理が不適切で

あった。 

行政部まなびや計

画推進課 

平成27年７月31

日（平成27年６

月11日及び同月

（不適切事項） 

１ 工事事務において、大磯高校プレハブ棟除却

工事（当初契約額10,596,960円）の契約に当た
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12日職員調査） り、規定された積算基準等に反し誤った数値に

より積算していたため、設計金額が過大

（1,447,200円）のまま入札を執行し契約を締

結していた。 

また、工期の最後に工事内容の変更（増額）

の必要が生じたため変更契約を締結している

が、解体工等に係る設計数量と現場からの報告

数量を照合していなかったため数量の乖離を見

過ごし、請負人と変更協議をすることなく支払

を完了していた。 

２ 庶務事務において、公務出張に当たり、人事

給与システムによる所定の手続を行わなかった

ため、旅費３件、600円を支給していなかっ

た。 

指導部保健体育課 平成27年７月31

日（平成27年６

月16日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、県立学校児童生徒結核健康

診断精密検査費用の支払に当たり、請書で定めた

支払期限を過ぎて支払っていたものが２件、

203,750円あった。その結果、遅延利息300円を支

払っていたが、このうち１件、100円は本来支払

う必要のないものであった。 

支援部子ども教育

支援課 

平成27年７月31

日（平成27年６

月17日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、国の委嘱事業である「環

境のための地球規模の学習及び観測プログラム

（グローブ）推進事業」（平成25～26年度）に

係る国費の会計処理を実施校（市立小学校）が

行うものと誤認し、平成25年度の会計処理を行

わなかったため、本事業の実施に要した経費を

国費で支払うことができず、平成26年度予算に

より同校校長に対し見舞金として234,752円を

支払っていた。        ［特記前出］ 

２ 文書管理において、会場使用料（5,100円）

の支払に当たり、請求書及び当初作成した執行

伺票が所在不明となったため、請求書の再発行

を依頼し、受領後に、執行伺票を再作成して支

払っており、書類の管理が不適切であった。 

生涯学習部スポ－

ツ課 

平成27年７月31

日（平成27年６

月22日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、平成25年度に発注し納品さ

れた標的採点機２点、ボタンポジションプレッシ

ャーゲージ２点の購入代（1,520,400円）及びシ

ューティングブーツベンディングゲージ２点の購

入代（896,700円）の支払に当たり、政府契約の

支払遅延防止等に関する法律に定められている支
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払期限を過ぎて平成26年６月に支払っていた。そ

の結果、遅延利息60,900円を支払っていた。 

［特記前出］ 

 

(ｲ) 出先機関 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

神奈川県教育委員

会教育局県央教育

事務所 

平成27年７月28

日（平成27年４

月28日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、退職所得に係る住民税の納

付が遅れたため、延滞金１件、2,400円を支払っ

ていた。 

神奈川県立図書館

［既報告］ 

平成27年４月19

日（平成27年２

月27日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、神奈川県立図書館貯水槽及

び排水槽等清掃業務委託の契約（契約金額

467,640円）に伴う産業廃棄物収集・運搬委託契

約書及び産業廃棄物処分委託契約書（契約単価

16.20円/kg）に、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令及び施行規則に定める必要な事項を明

記していなかった。 

神奈川県立川崎図

書館 

平成27年５月１

日（平成27年４

月30日及び５月

１日職員調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、源泉徴収した所得税

及び復興特別所得税の納付に当たり、法定納期限

後に納付していたものが２件、185,820円あっ

た。また、これにより不納付加算税の賦課決定を

受けて納付していたものが１件、7,500円あっ

た。 

神奈川県立金沢文

庫 

平成27年５月８

日（平成27年３

月20日職員調

査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、免震台１点（帳簿価額

207,375円）の廃棄処分に当たり、神奈川県財務

規則で定める手続を行っていなかった。 

神奈川県立近代美

術館［既報告］ 

平成27年３月12

日（平成27年３

月11日及び同月

12日職員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公務出張に当たり、人事給

与システムによる所定の手続を行わなかったもの

が３件あり、そのうち旅費２件、1,878円を支給

していなかった。 

神奈川県立体育セ

ンター 

平成27年５月19

日（平成27年３

月24日及び同月

25日職員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、領収した現金を、神奈川

県財務規則で定める納付期限内に指定金融機関

等に納付していないものが１件、235,559円あ

った。 

２ 支出事務において、委員謝礼金等（160,600

円）の支払に当たり、所得税及び復興特別所得

税について、給与所得の源泉徴収税額表を適用

すべきところ、所轄税務署の見解を確認するこ
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となく、誤って事業所得の税率を適用して税額

を算出し、22件、11,470円を過大に源泉徴収し

ていた。           ［特記前出］ 

３ 会計事務処理において、釣銭に充てるため会

計管理者から交付を受けた歳計現金（15,800

円）を施設使用料徴収事務の受託者に交付し、

保管させていた。 

４ 契約事務において、長期継続契約である印刷

機賃貸借契約（予定価格993,600円）の締結に

当たり、競争入札を行うべきところ、三者によ

る見積合せを行い随意契約していた。 

５ 歳計外現金事務において、所得税及び復興特

別所得税を法定納期限後に納付しているものが

１件あり、不納付加算税6,500円が徴収されて

いた。 

神奈川県立歴史博

物館［既報告］ 

平成27年３月３

日（平成27年１

月30日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、神奈川県立歴史博物館燻蒸

業務委託（契約金額1,544,400円）の履行確認に

当たり、業務仕様書で定める完了届を受領してい

なかった。また、契約の相手方の業務履行が遅延

していたにもかかわらず、履行遅滞に伴う違約金

（6,503円）を徴収していなかった。 

神奈川県立鶴見総

合高等学校 

平成27年８月３

日（平成27年４

月21日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、長期継続契約である機械警

備業務委託（契約額959,040円）の契約締結に当

たり、競争入札又は競争的手続きにより契約者を

決定すべきところ、見積合せを行い随意契約して

いた。 

神奈川県立横浜清

陵総合高等学校

［既報告］ 

平成27年１月19

日（平成26年12

月４日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、講師謝礼金１件（5,555

円）の支払に当たり、所得税及び復興特別所得

税567円を源泉徴収していなかった。 

２ 庶務事務において、次のとおり誤りがあっ

た。 

(1) 勤務を命ずる必要がある週休日の振替に

当たり、振替が可能な期間に振替を行わな

かったため、１週間当たりの決められた勤

務時間を超過しているものが３件あった。 

［特記前出］ 

(2) 教員特殊業務手当２件、6,800円を支給し

ておらず、12件、40,800円を過大に支給し

ていた。 
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神奈川県立横浜南

陵高等学校 

平成27年８月６

日（平成27年４

月27日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、教員特殊業務手当10件、

34,000円を支給していなかった。 

神奈川県立商工高

等学校［既報告］ 

平成27年２月25

日（平成27年１

月８日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、部室棟外壁部材の剥落防止

工事の契約（契約金額2,000,000円）の締結に当

たり、神奈川県財務規則の規定に基づき契約書の

作成を省略できない契約金額であるにもかかわら

ず、契約書の作成を省略していた。 

神奈川県立保土ケ

谷高等学校 

平成27年４月15

日（平成27年３

月13日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、産業廃棄物収集・運搬に係

る委託契約の締結に当たり、当該契約に係る取引

に課せられる消費税及び地方消費税額を契約書に

明記していなかった。 

神奈川県立磯子工

業高等学校 

平成27年８月６

日（平成27年４

月27日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、教員特殊業務手当10件、

34,000円を支給しておらず、１件、10,200円を誤

って支給していた。 

神奈川県立磯子高

等学校 

平成27年５月21

日（平成27年３

月23日職員調

査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、教育財産の目的外使用

許可に当たり、許可の内容の一部を誤っていた。

これにより、使用料１件、4,020円が徴収不足で

あった。 

神奈川県立港北高

等学校 

平成27年８月６

日（平成27年４

月13日職員調

査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、教育財産の目的外使用

許可に当たり、埋設管を許可内容に含めていなか

った。これにより、使用料１件、70円が徴収不足

であった。 

神奈川県立白山高

等学校 

平成27年４月15

日（平成27年３

月18日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公務出張に当たり、人事給

与システムによる所定の手続を行わなかったため

、旅費１件、1,236円を支給していなかった。 

神奈川県立市ケ尾

高等学校 

平成27年８月10

日（平成27年５

月８日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、教員特殊業務手当１件、

3,400円を支給していなかった。 

神奈川県立新栄高

等学校 

平成27年７月28

日（平成27年４

月15日職員調

査） 

（要改善事項） 

「冬季期間中に教室などにストーブを設置する

経費に関する件」(前記４(2)⑨参照） 

神奈川県立舞岡高

等学校 

平成27年８月10

日（平成27年４

（不適切事項） 

庶務事務において、教員特殊業務手当12件、
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月27日職員調

査） 

40,800円を支給していなかった。 

神奈川県立上矢部

高等学校 

平成27年８月３

日（平成27年４

月17日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、産業廃棄物運搬処分業務委

託契約（契約金額：45,360円）の締結に当たり、

契約書に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令及び施行規則に定める必要な事項を記載して

いなかった。 

神奈川県立瀬谷西

高等学校 

平成27年６月17

日（平成27年５

月14日職員調

査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、備品台帳に記録されて

いた掛地図１点（95,000円）について、所在が不

明となっていた。 

神奈川県立百合丘

高等学校 

平成27年８月３

日（平成27年５

月21日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、人権教育校内研修会に係

る講師謝礼金（30,000円）の支払に当たり、所

得税法第204条第１項第１号に該当する報酬又

は料金として3,063円を源泉徴収すべきとこ

ろ、行っていなかった。 

２ 契約事務において、自動火災報知設備工事２

件（契約金額 1,944,000円及び1,709,640円）

の執行に当たり、契約書を作成すべき契約金額

であるにもかかわらず、契約書の作成を省略し

ていた。 

神奈川県立菅高等

学校 

平成27年８月３

日（平成27年４

月22日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、学校機械警備委託の長期継

続契約（契約金額2,721,600円）について、消費

税等の税率改正に伴い契約額(支出額)を増額する

場合には変更契約を締結しなければならないにも

かかわらず、変更契約を締結せずに増額分

（9,720円）を上乗せして支出していた。 

神奈川県立相原高

等学校 

平成27年８月10

日（平成27年５

月８日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、空調設備保守点検業務契約

（契約金額185,708円）の履行確認に当たり、神

奈川県財務規則に基づき検査調書の作成を省略で

きない場合であるにもかかわらず、検査調書の作

成を省略していた。 

神奈川県立相模原

総合高等学校 

平成27年８月10

日（平成27年５

月８日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、産業廃棄物の収集・運搬及

び処分委託契約（契約金額56,160円）の締結に当

たり、契約書に、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令及び施行規則に定める必要な事項を記

載していなかった。 
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神奈川県立上溝南

高等学校 

平成27年８月10

日（平成27年５

月８日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、産業廃棄物並びに特別管理

産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託契約（契

約金額72,360円）の履行確認に当たり、神奈川県

財務規則に基づき検査調書の作成を省略できない

場合であるにもかかわらず、検査調書の作成を省

略していた。 

神奈川県立湘南台

高等学校 

平成27年６月29

日（平成27年４

月17日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、簡易専用水道検査料

（14,700円）の支払に当たり、政府契約の支払遅

延防止等に関する法律に定められている支払期限

を過ぎていた。その結果、遅延利息300円を支払

っていた。 

神奈川県立茅ケ崎

高等学校 

平成27年８月３

日（平成27年４

月16日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、教員特殊業務手当１件、

13,600円を支給していなかった。 

神奈川県立鶴嶺高

等学校［既報告］ 

平成27年４月17

日（平成27年３

月11日職員調

査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、教育財産の目的外使用

許可の手続を行わずに、防犯灯が設置されている

ものが１件あった。 

神奈川県立逗子高

等学校 

平成27年６月29

日（平成27年５

月12日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、教員特殊業務手当１件、

13,600円を支給していなかった。 

神奈川県立逗葉高

等学校 

平成27年８月24

日（平成27年５

月12日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、産業廃棄物運搬処分業務委

託契約（契約金額25,272円）に伴う産業廃棄物及

び特別管理産業廃棄物の運搬・処分業務委託契約

書に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

及び施行規則に定める必要な事項を記載していな

かった。 

神奈川県立厚木東

高等学校 

平成27年８月３

日（平成27年５

月14日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、領収した現金を、神奈川

県財務規則で定める納付期限内に指定金融機関

等に納付していないものが１件、400円あっ

た。 

２ 庶務事務において、教員特殊業務手当１件、

2,400円を支給していなかった。 

神奈川県立厚木商

業高等学校 

平成27年７月16

日（平成27年４

月２日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、トイレ清掃業務（契約額

177,120円（内消費税13,120円））及び校舎窓ガ

ラスほか清掃業務（契約額74,498円（内消費税
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5,518円））で、見積書の価格が積算書の価格を

上回っているにもかかわらず発注しているものが

２件あった。 

神奈川県立厚木清

南高等学校［既報

告］ 

平成27年２月６

日（平成26年12

月15日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、時間外勤務手当２件、

47,314円を支給していなかった。 

神奈川県立大和西

高等学校 

平成27年８月６

日（平成27年５

月１日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、教員特殊業務手当９件、

30,600円を支給しておらず、１件、10,200円を誤

って支給していた。 

神奈川県立有馬高

等学校 

平成27年８月10

日（平成27年５

月14日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、教員特殊業務手当９件、

30,600円を支給していなかった。 

神奈川県立足柄高

等学校 

平成27年７月９

日（平成27年４

月２日職員調

査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、領収した現金を、神奈川

県財務規則で定める納付期限内に指定金融機関

等に納付していないものが１件、400円あっ

た。 

２ 庶務事務において、教員特殊業務手当２件、

4,800円を支給していなかった。 

神奈川県立綾瀬高

等学校 

平成27年８月３

日（平成27年５

月１日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、浄化槽保守点検業務委託契

約（契約額764,640円）の締結に当たり、契約期

間の始期が４月１日である契約を会計局長通知に

反し５月８日に締結していた。 

神奈川県立綾瀬西

高等学校 

平成27年８月６

日（平成27年４

月16日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、勤務を命ずる必要がある週

休日及び休日の振替に当たり、振替が可能な期間

に振替を行わなかったため、１週間当たりの決め

られた勤務時間を超過しているものが５件あっ

た。 

神奈川県立相模原

中等教育学校 

平成27年４月10

日（平成27年３

月９日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、教員特殊業務手当３件、

20,400円を支給していなかった。 

神奈川県立平塚ろ

う学校 

平成27年８月20

日（平成27年４

月28日職員調

査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、教員特殊業務手当１件、

6,800円を支給していなかった。 

神奈川県立鶴見養

護学校 

平成27年７月27

日（平成27年４

（不適切事項） 

予算の執行において、備品の更新に伴い生じる
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月21日職員調

査） 

既存備品の撤去及び処分に係る経費１件、21,600

円の歳出科目を誤って執行していた。 

神奈川県立横浜南

養護学校 

平成27年７月28

日（平成27年４

月27日職員調

査） 

（不適切事項） 

支出事務において、講師謝礼金（12,500円）の

支払に当たり、所得税法204条第１項第１号に該

当する報酬又は料金として源泉徴収すべきとこ

ろ、給与所得者の源泉徴収税額表（月額表・乙

欄）により源泉徴収したため、所得税及び復興特

別所得税２件、894円が徴収不足であった。 

神奈川県立瀬谷養

護学校 

平成27年９月３

日（平成27年１

月29日職員調

査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、目的外使用許可申請漏

れの物件について、平成26年度に係る目的外使用

許可及び過年度の使用料相当額の不当利得返還請

求を行ったが、教育財産の目的外使用許可の対象

数量を誤っていた。これにより、使用料１件、

1,598円を過大に徴収していた。 

これに伴い許可対象者に対する不当利得返還請

求の収入額が１件、8,769円過大であった。 

神奈川県立中原養

護学校 

平成27年８月５

日（平成27年４

月21日職員調

査） 

（要改善事項） 

「通学用スクールバスの運行業務委託に関する

件」(前記４(2)⑩参照） 

神奈川県立岩戸養

護学校 

平成27年８月３

日（平成27年５

月12日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、昇降機保守点検業務委託

（契約金額1,065,312円）の契約締結に当たり、

長期継続契約に必要な契約締結年度以降の予算の

減額又は削除があった場合の契約変更又は解除に

関する条項を設定していなかった。 

神奈川県立武山養

護学校［既報告］ 

平成27年４月８

日（平成27年２

月27日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、冷房機の賃貸借契約（契約

金額13,482円）の締結に当たり、長期継続契約の

対象とならないにもかかわらず、年度を超えて契

約を締結していた。 

神奈川県立相模原

中央支援学校［既

報告］ 

平成27年１月13

日（平成26年12

月２日職員調

査） 

（不適切事項） 

契約事務において、空調設備保守管理業務委託

（契約金額47,952,000円）の実施に当たり、同契

約に基づく業務従事者に係る提出書類を受託者か

ら受領しておらず、履行確認が不十分であるなど

事務処理が不適切であった。   ［特記前出］ 
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ス 人事委員会事務局（１箇所、１件） 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

人事委員会事務局

総務課 

平成27年９月18日

（平成27年８月17

日職員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、会計局長通知による契約

書作成日の特例に該当しないにもかかわらず、

乗用自動車借上げ契約ほか１件（支払合計額

289,580円）の締結に当たり、平成26年４月９

日に締結した契約において、同月３日に遡及し

て契約の効力が生じることとしていた。また、

同年４月７日に締結した契約において、同月２

日に遡及して契約の効力が生じることとしてい

た。 

 

セ 監査事務局（１箇所、１件） 

監査実施箇所名 監査実施日 不適切事項又は要改善事項 

監査事務局監査課 平成27年９月29日

（平成27年８月19

日職員調査） 

（不適切事項） 

庶務事務において、公務出張に当たり、人事

給与システムによる所定の手続を行わなかった

ため、旅費１件、620円を支給していなかっ

た。 
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(2) 不適切事項及び要改善事項が認められなかった箇所 

 

ア 政策局（14箇所） 

(ｱ) 本庁機関（11箇所） 

知事室、政策部総合政策課、政策部科学技術・大学連携課、政策部土地水資

源対策課、政策部政策法務課、自治振興部地域政策課、情報企画部情報企画

課、情報企画部スマート県庁推進課、情報企画部情報システム課、情報企画部

情報公開課、基地対策部基地対策課 

(ｲ) 出先機関（２箇所） 

神奈川県東京事務所、神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター 

［以下既報告］（１箇所） 

神奈川県統計センター 

 

イ 総務局（21箇所） 

(ｱ) 本庁機関（10箇所） 

総務局総務室、組織人材部人事課、組織人材部行政管理課、組織人材部職員厚生

課、組織人材部文書課、財政部財政課、財政部税制企画課、財産経営部施設整備

課、財産経営部庁舎課、財産経営部設備管理課 

(ｲ) 出先機関（４箇所） 

神奈川県横浜県税事務所、神奈川県川崎県税事務所、神奈川県小田原県税事務

所、神奈川県給与事務センター 

［以下既報告］（７箇所） 

神奈川県神奈川県税事務所、神奈川県緑県税事務所、神奈川県高津県税事務所、神

奈川県横須賀県税事務所、神奈川県藤沢県税事務所、神奈川県厚木県税事務所、神奈

川県自動車税管理事務所 

 

ウ 安全防災局（７箇所） 

(ｱ) 本庁機関（５箇所） 

安全防災局総務室、安全防災部災害対策課、安全防災部危機管理対策課、安全防

災部消防課、安全防災部工業保安課 

(ｲ) 出先機関（０箇所） 

［以下既報告］（２箇所） 

神奈川県温泉地学研究所、神奈川県消防学校 

 

エ 県民局（14箇所） 

(ｱ) 本庁機関（７箇所） 

くらし県民部 NPO協働推進課、くらし県民部文化課、くらし県民部国際課、くら

し県民部消費生活課、次世代育成部子ども家庭課、次世代育成部青少年課、次世代

育成部私学振興課 

(ｲ) 出先機関（３箇所） 

神奈川県立かながわ男女共同参画センター（旧神奈川県立かながわ女性センター、

平成27年４月１日名称変更）、神奈川県パスポ－トセンター、神奈川県立中里学園 

［以下既報告］（４箇所） 
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神奈川県立国際言語文化アカデミア、神奈川県中央児童相談所、神奈川県鎌倉三浦

地域児童相談所、神奈川県小田原児童相談所 

 

オ 環境農政局（20箇所） 

(ｱ) 本庁機関（９箇所） 

環境農政局総務室、環境部環境計画課、環境部大気水質課、環境部資源循環推進

課、水・緑部自然環境保全課、水・緑部水源環境保全課、農政部農政課、農政部農

業振興課、農政部農地保全課 

(ｲ) 出先機関（２箇所） 

神奈川県水産技術センター、神奈川県立大野山乳牛育成牧場 

［以下既報告］（９箇所） 

神奈川県環境科学センター、神奈川県東部漁港事務所、神奈川県横浜川崎地区農政

事務所、神奈川県農業技術センター北相地区事務所、神奈川県農業技術センター三浦

半島地区事務所、神奈川県農業技術センター足柄地区事務所、神奈川県立フラワーセ

ンター大船植物園、神奈川県県央家畜保健衛生所、神奈川県湘南家畜保健衛生所 

 

カ 保健福祉局（25箇所） 

(ｱ) 本庁機関（11箇所） 

保健医療部医療保険課、保健医療部健康危機管理課、保健医療部県立病院課、保

健医療部健康増進課、保健医療部がん対策課、福祉部地域福祉課、福祉部高齢施設

課、福祉部介護保険課、福祉部障害福祉課、福祉部生活援護課、生活衛生部環境衛

生課 

(ｲ) 出先機関（５箇所） 

神奈川県衛生研究所、神奈川県平塚保健福祉事務所、神奈川県鎌倉保健福祉事務

所、神奈川県鎌倉保健福祉事務所三崎センター、神奈川県立総合療育相談センター 

［以下既報告］（９箇所） 

神奈川県小田原保健福祉事務所、神奈川県厚木保健福祉事務所大和センター、神奈

川県立煤ケ谷診療所、神奈川県立衛生看護専門学校、神奈川県立よこはま看護専門学

校、神奈川県立ひばりが丘学園、神奈川県立さがみ緑風園、神奈川県食肉衛生検査

所、神奈川県動物保護センター 

 

キ 産業労働局（20箇所） 

(ｱ) 本庁機関（11箇所） 

産業労働局総務室、産業部産業振興課、産業部産業立地課、産業部国際ビジネス

課、産業部商業流通課、産業部金融課、観光部観光企画課、観光部国際観光課、エ

ネルギ－部地域エネルギ－課、エネルギ－部スマ－トエネルギ－課、労働部産業人

材課 

(ｲ) 出先機関（１箇所） 

神奈川県産業技術センター工芸技術所 

［以下既報告］（８箇所） 

神奈川県かながわ労働センター、神奈川県かながわ労働センター川崎支所、神奈川

県かながわ労働センター県央支所、神奈川県かながわ労働センター湘南支所、神奈川

県障害者就労相談センター、神奈川県立東部総合職業技術校、神奈川県立西部総合職
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業技術校、神奈川障害者職業能力開発校 

 

ク 県土整備局（28箇所） 

(ｱ) 本庁機関（19箇所） 

県土整備局総務室、事業管理部建設業課、事業管理部建設リサイクル課、都市部

都市計画課、都市部技術管理課、都市部環境共生都市課、都市部交通企画課、都市

部都市整備課、都市部都市公園課、道路部道路管理課、道路部道路整備課、河川下

水道部流域海岸企画課、河川下水道部河川課、河川下水道部砂防海岸課、建築住宅

部住宅計画課、建築住宅部公共住宅課、建築住宅部建築指導課、建築住宅部建築安

全課、建築住宅部営繕計画課 

(ｲ) 出先機関（３箇所） 

神奈川県平塚土木事務所、神奈川県住宅営繕事務所、神奈川県三保ダム管理事務

所 

［以下既報告］（６箇所） 

神奈川県藤沢土木事務所、神奈川県県西土木事務所小田原土木センター、神奈川県

横浜川崎治水事務所、神奈川県流域下水道整備事務所、神奈川県城山ダム管理事務

所、神奈川県広域幹線道路事務所（平成27年３月31日廃止）  

 

ケ 会計局（３箇所） 

会計局会計課、会計局指導課、会計局調達課 

 

コ 企業庁（21箇所） 

(ｱ) 本庁機関（９箇所） 

企業局総務室、財務部財務課、財務部会計課、財務部財産管理課、水道部計画

課、水道部水道施設課、水道部浄水課、利水電気部利水課、利水電気部発電課 

(ｲ) 出先機関（８箇所） 

神奈川県企業庁鎌倉水道営業所、神奈川県企業庁平塚水道営業所、神奈川県企業

庁海老名水道営業所、神奈川県企業庁大和水道営業所、神奈川県企業庁寒川浄水

場、神奈川県企業庁水道水質センター、神奈川県企業庁酒匂川水系ダム管理事務

所、神奈川県企業庁発電総合制御所 

［以下既報告］（４箇所） 

神奈川県企業庁相模原水道営業所、神奈川県企業庁津久井水道営業所、神奈川県企

業庁茅ケ崎水道営業所、神奈川県企業庁相模川水系ダム管理事務所 

 

サ 議会局（３箇所） 

議会局総務課、議会局議事調査部議事課、議会局議事調査部政策調査課 

 

シ 教育委員会（149箇所） 

(ｱ) 本庁機関（11箇所） 

教育局総務室、行政部行政課、行政部教職員企画課、行政部教職員人事課、行政

部厚生課、インクル－シブ教育推進課、指導部高校教育課、支援部学校支援課、支

援部特別支援教育課、生涯学習部生涯学習課、生涯学習部文化遺産課 

(ｲ) 出先機関（117箇所） 
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神奈川県教育委員会教育局湘南三浦教育事務所、神奈川県教育委員会教育局中教

育事務所、神奈川県教育委員会教育局県西教育事務所、神奈川県教育委員会教育局

川崎給与事務所、神奈川県教育委員会教育局学校事務センター、神奈川県立鶴見高

等学校、神奈川県立神奈川工業高等学校、神奈川県立神奈川総合高等学校、神奈川

県立横浜翠嵐高等学校、神奈川県立城郷高等学校、神奈川県立横浜平沼高等学校、

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校、神奈川県立横浜立野高等学校、神奈川県立横浜国

際高等学校、神奈川県立永谷高等学校、神奈川県立光陵高等学校、神奈川県立希望

ケ丘高等学校、神奈川県立二俣川看護福祉高等学校、神奈川県立旭高等学校、神奈

川県立横浜旭陵高等学校、神奈川県立氷取沢高等学校、神奈川県立金沢総合高等学

校、神奈川県立釜利谷高等学校、神奈川県立岸根高等学校、神奈川県立霧が丘高等

学校、神奈川県立田奈高等学校、神奈川県立元石川高等学校、神奈川県立川和高等

学校、神奈川県立荏田高等学校、神奈川県立横浜桜陽高等学校、神奈川県立金井高

等学校、神奈川県立横浜栄高等学校、神奈川県立松陽高等学校、神奈川県立横浜緑

園総合高等学校、神奈川県立横浜修悠館高等学校、神奈川県立瀬谷高等学校、神奈

川県立大師高等学校、神奈川県立川崎工科高等学校、神奈川県立新城高等学校、神

奈川県立住吉高等学校、神奈川県立川崎北高等学校、神奈川県立多摩高等学校、神

奈川県立生田高等学校、神奈川県立生田東高等学校、神奈川県立麻生総合高等学

校、神奈川県立麻生高等学校、神奈川県立橋本高等学校、神奈川県立城山高等学

校、神奈川県立津久井高等学校、神奈川県立上溝高等学校、神奈川県立相模原高等

学校、神奈川県立弥栄高等学校、神奈川県立相模田名高等学校、神奈川県立麻溝台

高等学校、神奈川県立上鶴間高等学校、神奈川県立相模原青陵高等学校、神奈川県

立横須賀高等学校、神奈川県立横須賀大津高等学校、神奈川県立横須賀工業高等学

校、神奈川県立海洋科学高等学校、神奈川県立追浜高等学校、神奈川県立津久井浜

高等学校、神奈川県立大楠高等学校、神奈川県立横須賀明光高等学校、神奈川県立

平塚江南高等学校、神奈川県立平塚農業高等学校、神奈川県立平塚工科高等学校、

神奈川県立高浜高等学校、神奈川県立平塚商業高等学校、神奈川県立平塚湘風高等

学校、神奈川県立鎌倉高等学校、神奈川県立七里ガ浜高等学校、神奈川県立大船高

等学校、神奈川県立湘南高等学校、神奈川県立藤沢西高等学校、神奈川県立藤沢工

科高等学校、神奈川県立藤沢清流高等学校、神奈川県立藤沢総合高等学校、神奈川

県立小田原総合ビジネス高等学校、神奈川県立西湘高等学校、神奈川県立茅ケ崎北

陵高等学校、神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校、神奈川県立三浦臨海高等学校、神奈

川県立秦野高等学校、神奈川県立秦野総合高等学校、神奈川県立厚木高等学校、神

奈川県立厚木北高等学校、神奈川県立大和高等学校、神奈川県立大和南高等学校、

神奈川県立大和東高等学校、神奈川県立伊勢原高等学校、神奈川県立伊志田高等学

校、神奈川県立中央農業高等学校、神奈川県立海老名高等学校、神奈川県立座間高

等学校、神奈川県立座間総合高等学校、神奈川県立相模向陽館高等学校、神奈川県

立寒川高等学校、神奈川県立大磯高等学校、神奈川県立二宮高等学校、神奈川県立

吉田島総合高等学校、神奈川県立平塚中等教育学校、神奈川県立平塚盲学校、神奈

川県立金沢養護学校、神奈川県立三ツ境養護学校、神奈川県立高津養護学校、神奈

川県立麻生養護学校、神奈川県立津久井養護学校、神奈川県立相模原養護学校、神

奈川県立湘南養護学校、神奈川県立鎌倉養護学校、神奈川県立藤沢養護学校、神奈

川県立小田原養護学校、神奈川県立秦野養護学校、神奈川県立伊勢原養護学校、神

奈川県立座間養護学校、神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 
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［以下既報告］（21箇所） 

神奈川県教育委員会教育局横浜給与事務所、神奈川県立総合教育センター、神奈川

県立生命の星・地球博物館、神奈川県立横浜明朋高等学校、神奈川県立新羽高等学

校、神奈川県立柏陽高等学校、神奈川県立川崎高等学校、神奈川県立向の岡工業高等

学校、神奈川県立神奈川総合産業高等学校、神奈川県立深沢高等学校、神奈川県立小

田原高等学校、神奈川県立小田原城北工業高等学校、神奈川県立秦野曽屋高等学校、

神奈川県立厚木西高等学校、神奈川県立大井高等学校、神奈川県立山北高等学校、神

奈川県立愛川高等学校、神奈川県立保土ケ谷養護学校、神奈川県立みどり養護学校、

神奈川県立平塚養護学校、神奈川県立茅ケ崎養護学校 

 

ス 人事委員会事務局（１箇所） 

神奈川県人事委員会事務局給与公平課 

 

セ 監査事務局（１箇所） 

神奈川県監査事務局総務課 

 

ソ 労働委員会事務局（１箇所） 

神奈川県労働委員会事務局審査調整課 

 

タ 選挙管理委員会（１箇所） 

神奈川県選挙管理委員会 

 

チ 収用委員会（１箇所） 

神奈川県収用委員会事務局 

 

ツ 神奈川海区漁業調整委員会（１箇所） 

神奈川海区漁業調整委員会事務局 

 

テ 内水面漁場管理委員会（１箇所） 

内水面漁場管理委員会事務局 

 

ト 公安委員会（警察本部）（110箇所） 

(ｱ) 本庁機関（56箇所） 

総務部総務課、総務部広報県民課、総務部会計課、総務部施設課、総務部装備

課、総務部情報管理課、総務部留置管理課、警務部警務課、警務部教養課、警務部

厚生課、警務部監察官室、生活安全部生活安全総務課、生活安全部少年育成課、生

活安全部少年捜査課、生活安全部生活経済課、生活安全部生活保安課、生活安全部

サイバ－犯罪対策課、地域部地域総務課、地域部地域指導課、地域部通信指令課、

神奈川県警察自動車警ら隊、神奈川県警察鉄道警察隊、刑事部刑事総務課、刑事部

捜査第一課、刑事部捜査第二課、刑事部捜査第三課、刑事部鑑識課、刑事部組織犯

罪対策本部組織犯罪分析課、刑事部組織犯罪対策本部暴力団対策課、刑事部組織犯

罪対策本部薬物銃器対策課、刑事部組織犯罪対策本部国際捜査課、神奈川県警察機

動捜査隊、神奈川県警察科学捜査研究所、交通部交通総務課、交通部交通規制課、
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交通部交通指導課、交通部交通捜査課、交通部駐車対策課、神奈川県警察第一交通

機動隊、神奈川県警察第二交通機動隊、神奈川県警察高速道路交通警察隊、交通部

運転免許本部免許課、交通部運転免許本部試験課、警備部公安第一課、警備部公安

第二課、警備部公安第三課、警備部外事課、警備部警備課、警備部危機管理対策

課、神奈川県警察第一機動隊、神奈川県警察第二機動隊、横浜市警察部、川崎市警

察部、相模原市警察部、相模方面本部、神奈川県警察学校 

(ｲ) 出先機関（44箇所） 

神奈川県加賀町警察署、神奈川県山手警察署、神奈川県南警察署、神奈川県伊勢

佐木警察署、神奈川県戸部警察署、神奈川県神奈川警察署、神奈川県鶴見警察署、

神奈川県保土ケ谷警察署、神奈川県旭警察署、神奈川県港南警察署、神奈川県港北

警察署、神奈川県緑警察署、神奈川県青葉警察署、神奈川県都筑警察署、神奈川県

戸塚警察署、神奈川県栄警察署、神奈川県泉警察署、神奈川県瀬谷警察署、神奈川

県横浜水上警察署、神奈川県川崎警察署、神奈川県幸警察署、神奈川県中原警察

署、神奈川県高津警察署、神奈川県宮前警察署、神奈川県多摩警察署、神奈川県横

須賀警察署、神奈川県田浦警察署、神奈川県浦賀警察署、神奈川県三崎警察署、神

奈川県葉山警察署、神奈川県鎌倉警察署、神奈川県藤沢警察署、神奈川県藤沢北警

察署、神奈川県平塚警察署、神奈川県大磯警察署、神奈川県小田原警察署、神奈川

県秦野警察署、神奈川県厚木警察署、神奈川県大和警察署、神奈川県海老名警察

署、神奈川県相模原警察署、神奈川県相模原南警察署、神奈川県相模原北警察署、

神奈川県津久井警察署 

［以下既報告］（10箇所） 

神奈川県磯子警察署、神奈川県金沢警察署、神奈川県川崎臨港警察署、神奈川県麻

生警察署、神奈川県逗子警察署、神奈川県大船警察署、神奈川県茅ケ崎警察署、神奈

川県松田警察署、神奈川県伊勢原警察署、神奈川県座間警察署 
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別記 組織及び運営の合理化に資するための意見 

監査の結果に基づいて、県の組織及び運営の合理化に資するため、議会、知事等に提出する

必要があると監査委員の合議により決定した意見は次のとおりである。 

 

１ 県立いせはら塔の山緑地公園の維持管理について 

 

県立いせはら塔の山緑地公園は、無償賃借による約 12haの市民緑地とこれに付随する１ha

の都市公園（広場、パークセンター及び駐車場）から成っている。公の施設に該当せず指定管

理者制度になじまない市民緑地と都市公園を一体として運営するため、公園全体の維持管理運

営業務を毎年度、同一業者に外部委託している。 

しかしながら、他の都市公園における指定管理者制度と同様にその委託内容は受託者の裁量

を大きく認めるものとなっている一方で、指定管理者制度の基本である事後統制を欠くものと

なっている。 

したがって、指定管理者制度の主管課である総務局組織人材部行政管理課との調整に基づき、

①指定管理者と市民緑地エリアに係る管理運営業務の受託者が同一であること、②競争性が確

保されること、③民間の能力を活用して住民サービスの向上と経費節減等を促し、公の施設の

適正かつ効率的な運用を図るという指定管理者制度の趣旨が反映されることなどの条件を充足

する適切な指定管理者選定手法を工夫することにより、同公園に指定管理者制度を導入し、そ

の効果が発現されるよう検討することが望まれる。 

（県土整備局 都市部都市公園課） 

 

２ 水道事業に係る手数料及び加入金の督促状況について 

 

神奈川県公営企業財務規程及び企業庁債権管理取扱要領には、納付期限翌日から起算して

20日以内に督促状を発行すること等の督促手続が定められている。当該規定は、公営企業管

理者が別に定めるものを除き、債権の内容に関わらず例外なく適用される。給水装置工事に係

る設計審査手数料、検査手数料及び水道利用加入金（以下「手数料・加入金」という。）は納

入が確認された後に設計審査、検査及び給水という行政サービスが提供される点で特徴的であ

るが、これらについても督促手続に係る規定が一律に適用されていた。 

しかしながら、手数料・加入金に係る収入事務を執行している各水道営業所の監査において

督促状の発行に係る事務処理を確認したところ、大多数の収入未済案件については、納入後に

サービスの提供が受けられるという特徴もあり、督促状の発行に至らずに口頭での督促により

収入が確保されており、むしろ督促状の発行が当事者間のトラブル等の関係で納入促進の支障

となる事例もあった。また、督促状の発行は、改造工事、一時用量水器が設置された新設工事、

申請者による意図的な納入遅延等の収入未済案件については必要性が高く、有効であると認め

られるが、これらの事案は僅少であった。各水道営業所におけるこのような収入事務の実情を

踏まえると、督促手続に係る規定を手数料・加入金に係る全ての収入未済案件において一律に

運用することは、事務処理の有効性、効率性及び経済性の点で適当でないものと認められた。 

したがって、督促手続にかかる規定の主管課である企業局財務部財務課において、手数料・

加入金に係る督促手続の見直しを進め、その検討に当たっては、有効性、効率性、経済性及び

合規性の観点から必要な改善措置を講じることが望まれる。 

（企業庁 財務部財務課） 


